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国
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正
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規
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て
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四
巻
八
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三
七

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

川　
　

和　
　

功　
　

子

一　

は
じ
め
に

二　

国
際
条
約
、
国
際
的
取
引
に
適
用
さ
れ
る
諸
原
則
、
諸
外
国
、
日
本
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て

　
　

㈠　

国
際
条
約
、
国
際
的
取
引
に
適
用
さ
れ
る
諸
原
則
、
諸
外
国
の
不
公
正
条
項
規
制

　
　

㈡　

日
本
に
お
け
る
不
当
条
項
規
制

三　

英
国
に
お
け
る
不
公
正
契
約
条
項
法
の
規
制

　
　

㈠　

一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法

　
　

㈡　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則

四　

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
に
つ
い
て
の
判
断

　
　

㈠　

Ｏ
Ｆ
Ｔ
お
よ
び
そ
の
他
の
団
体
に
よ
る
消
費
者
法
の
執
行
（
以
上
三
五
九
号
）

　
　

㈡　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
に
お
け
る
不
公
正
条
項
を
判
断
す
る
要
件
（
以
下
本
号
）
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六
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巻
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三
八

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

　
　
　

⑴　

概
観

　
　
　

⑵　

個
別
の
交
渉

　
　
　

⑶　

中
心
条
項

　
　
　

⑷　

信
義
則
・
重
大
な
不
均
衡
・
消
費
者
の
不
利
益
要
件
と
そ
の
関
連

　
　
　

⑸　

契
約
の
不
公
正
性
を
判
断
す
る
た
め
の
考
慮
事
項

　
　
　

⑹　

過
程
的
不
公
正
性
と
実
質
的
不
公
正
性

　
　
　

⑺　

透
明
性

　
　
　

⑻　

作
成
者
不
利
の
解
釈
準
則
（Interpretatio contra proferentem

）

五　

ま
と
め
に
か
え
て

四　

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
に
つ
い
て
の
判
断

　

㈡　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
に
お
け
る
不
公
正
条
項
を
判
断
す
る
要
件

⑴　

概
観

　

不
公
正
条
項
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
お
け
る
要
件
と
し
て
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
五
条
⑴
は
、（
一
）
個
別
に
交
渉
が
な

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
、（
二
）
信
義
則
に
反
す
る
と
い
う
点
、（
三
）
重
大
な
不
均
衡
が
存
在
す
る
と
い
う
点
、（
四
）
消
費
者
に
不
利

益
と
い
う
点
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
六
条
⑴
は
、
不
公
正
条
項
で
あ
る
か
の
判
断
は
、
契
約
締
結
時
の
契
約
締
結
に
と
も
な
う
す
べ
て
の
事

情
お
よ
び
そ
の
契
約
の
そ
の
他
の
条
項
ま
た
は
そ
の
契
約
が
依
存
す
る
そ
の
他
の
契
約
を
参
照
す
る
と
し
て
い
る
。
六
条
⑵
は
、
平
易
か
つ

明
瞭
で
あ
る
限
り
、
中
心
的
条
項
で
あ
る
契
約
の
主
た
る
目
的
物
の
定
義
に
つ
い
て
、
ま
た
は
、
物
品
も
し
く
は
役
務
の
対
価
と
し
て
の
価

三
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る
不
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六
四
巻
八
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三
九

格
も
し
く
は
報
酬
が
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
条
項
が
公
正
で
あ
る
か
の
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
付
則
二

に
お
い
て
不
公
正
で
あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
条
項
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
下
本
章
で
は
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
五
条
⑴
に
お
け
る
不
公
正
性
を
判
断
す
る
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⑵　

個
別
の
交
渉

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
五
条
は
、﹁
個
別
に
交
渉
さ
れ
な
か
っ
た
契
約
条
項
は
、
信
義
誠
実
（good faith

）
の
要
請
に
反
し
、
契

約
か
ら
生
じ
る
当
事
者
の
権
利
義
務
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
、
消
費
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
場
合
﹂
に
不
公
正
な
条
項
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
と
す
る
。
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
の
草
案
に
お
い
て
は
、個
別
に
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
る
条
項
も
適
用
範
囲
に
入
っ
て
い
た
が
、

強
固
な
反
対
意
見
を
受
け
、
適
用
範
囲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な
っ
た）
₈₄
（

。
但
し
、
個
別
の
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
責
任
は
そ
の

条
項
を
支
持
す
る
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る）
₈₅
（

。

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
五
条
⑵
に
よ
れ
ば
、
条
項
が
あ
ら
か
じ
め
起
草
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
消
費
者
が
そ
の
実
質
的
内
容
に

何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
不
公
正
条
項
で
あ
る
か
の
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
交
渉
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
過
程
的
な
不
公
正
さ
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘

が
な
さ
れ
る）
₈₆
（

。
具
体
的
に
は
、（
一
）
消
費
者
は
事
業
者
と
の
交
渉
を
経
た
と
し
て
も
、
自
己
が
失
う
も
の
、
自
己
の
負
う
リ
ス
ク
等
に
つ

い
て
明
確
に
理
解
し
な
い
ま
ま
条
項
に
つ
い
て
同
意
す
る
可
能
性
が
あ
る）
₈₇
（

、（
二
）
交
渉
に
よ
り
選
択
肢
の
幅
が
広
が
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
選
択
肢
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い）
₈₈
（

、（
三
）
消
費
者
が
交
渉
し
た
と
し
て
も
、
消
費
者
が
自
己
を
保
護

す
る
だ
け
の
強
い
交
渉
上
の
地
位
に
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い）
₈₉
（

、（
四
）
個
別
交
渉
は
結
果
と
し
て
の
条
項
が
実
質
的
に
公
正
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い）
₉₀
（

、
と
い
っ
た
点
が
問
題
視
さ
れ
る
。

三
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

　
（
四
）
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
条
項
が
規
則
付
則
二
⑴
⒠
に
あ
た
る
、﹁
消
費
者
が
そ
の
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
場
合
﹂
の
、﹁
不
相
当
に

高
額
の
賠
償
金
を
支
払
う
﹂
も
の
で
あ
る
場
合
、
交
渉
に
よ
っ
て
賠
償
金
が
あ
る
程
度
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
不
利

な
契
約
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）
₉₁
（

。
さ
ら
に
、
消
費
者
が
条
項
の
変
更
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
消
費
者
に
契
約
の
草
案
が
提
示
さ
れ
、

消
費
者
が
条
項
の
変
更
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
条
項
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
、
あ
る
条

項
が
適
用
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る）
₉₂
（

。

　

法
委
員
会
の
二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、
二
〇
〇
五
年
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
け
る
提
案
で
は
、
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項

指
令
は
加
盟
国
に
最
低
限
度
の
水
準
を
課
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら）
₉₃
（

、
英
国
に
お
い
て
は
、
中
心
条
項
を
除
い
た
個
別
に
交
渉
さ
れ
た
条
項

に
つ
い
て
、
法
委
員
会
が
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
と
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
統
合
後
の
判
断
要
件
と
し
て
提
案
す
る
、
公

正
か
つ
合
理
的
で
な
け
れ
ば
不
公
正
条
項
で
あ
る
と
す
る
﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
な
テ
ス
ト
を
課
す
こ
と
か
ら
除
外
す
る
べ
き
で
は
な
い
と

す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
条
項
が
個
別
に
交
渉
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
が
あ
い
ま
い
で
あ
る

こ
と
、
消
費
者
が
交
渉
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
こ
と
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
シ
ン
プ
ル
な
法

律
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る）
₉₄
（

。

　

さ
ら
に
、
消
費
者
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
請
求
に
お
い
て
の
証
明
責
任
は
、
一
九
七
七
年
不
公
正
条
項
法
と
同
様
に
条
項
が
合
理
的

要
件
を
み
た
し
て
い
る
と
主
張
す
る
事
業
者
に
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
事
業
者
が
条
項
が
公
正
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る）
₉₅
（

。
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
に
お
い
て
は
、
消
費
者
に
証
明
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
条
項
が
明
確
に
不
公
正

な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
自
ら
不
公
正
性
の
争
点
の
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る）
₉₆
（

。
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⑶　

中
心
条
項

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
六
条
⑵
は
、﹁
条
項
の
不
公
正
性
の
評
価
は
、
条
項
が
平
易
か
つ
明
瞭
な
言
葉
で
あ
る
限
り
、
契
約
の
主

た
る
目
的
物
の
定
義
に
つ
い
て
、
ま
た
は
、
物
品
も
し
く
は
役
務
の
対
価
と
し
て
の
価
格
も
し
く
は
報
酬
の
妥
当
性
に
は
関
係
し
な
い
﹂
と

す
る
。T

reitel
は
、
こ
の
不
公
正
性
の
評
価
か
ら
の
除
外
は
、
取
引
の
本
質
的
な
特
質
（essential features

）
に
関
わ
る
当
事
者
の
契
約

自
由
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る）
₉₇
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
目
的
物
、
価
格
に
つ
い
て
の
条
項
が
不
公
正
性
の
評
価
か
ら
除
外
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
付
則
二
⑴
⒦
は
、﹁
売
主
ま
た
は
提
供
者
が
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
供
給
さ
れ
る
べ
き
製

品
ま
た
は
役
務
の
性
質
を
一
方
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
﹂
条
項
、
付
則
二
⑴
⒧
は
、﹁
物
品
の
価
格
を
引
渡
し
時
に
定
め
る

も
の
と
し
、
ま
た
は
、
物
品
の
売
主
、
も
し
く
は
役
務
の
提
供
者
は
価
格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
い
ず
れ
の

場
合
に
も
、
最
終
的
な
価
格
が
契
約
時
に
合
意
し
た
価
絡
に
比
べ
て
著
し
く
高
い
場
合
に
、
こ
れ
に
対
応
し
て
契
約
を
解
除
す
る
権
利
を
消

費
者
に
与
え
な
い
﹂
条
項
を
例
示
し
て
い
る
。

　

Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
、
消
費
者
の
注
意
を
引
く
よ
う
に
提
示
さ
れ
、
消
費
者
が
取
引
の
中
心
で
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
な
い
限
り
、
中
心
条
項
で
あ

る
と
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
一
九
九
六
年
の
報
告
書
で
公
表
し
て
い
る
。
署
名
を
す
る
前
に
、
消
費
者
が
実
際
に
主
要

な
目
的
物
が
条
項
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
、
読
ん
だ
の
で
な
い
限
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
条
項
に
関
し
て
、
消
費
者
が
適
正

に
注
意
を
惹
か
れ
た
の
で
な
い
限
り
、
中
心
条
項
と
の
判
断
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
価
格
の
妥
当
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、
価
格
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
条
項
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る）
₉₈
（

。

　

法
委
員
会
は
、
二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、
二
〇
〇
五
年
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、
条
項
が
平
易
な
言
葉
で
記

載
さ
れ
て
い
る
限
り
、
つ
ま
り
、
透
明
性
が
確
保
さ
れ
る
限
り
、
中
心
条
項
に
つ
い
て
は
不
公
正
の
判
断
を
行
わ
な
い
と
い
う
現
行
採
用
さ

三
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
市
場
秩
序
か
ら
こ
の
よ
う
な
条
項
は
不
公
正
で
あ
る

こ
と
は
少
な
く
、
こ
の
よ
う
な
条
項
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
契
約
自
由
に
過
度
に
干
渉
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
事
業
者
の
、
消
費

者
に
対
し
て
契
約
の
主
た
る
目
的
物
を
明
確
に
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）
₉₉
（

。
さ
ら
に
、
中
心
条
項
の
内
容

に
つ
い
て
、
不
公
正
性
が
判
断
さ
れ
る
取
引
の
本
質
的
、
ま
た
は
中
心
的
な
条
項
と
、
不
公
正
性
の
判
断
が
な
さ
れ
る
そ
の
他
の
条
項
に
つ

い
て
区
別
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る）
１００
（

。

　

二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、
二
〇
〇
五
年
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
透
明
性
が
あ
り
、
消
費
者
が
合
理
的
に

期
待
す
る
も
の
と
同
様
で
あ
る
限
り
、
消
費
者
契
約
に
お
い
て
の
目
的
物
に
つ
い
て
定
め
る
条
項
は
、
不
公
性
の
評
価
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
の
提
案
が
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
透
明
性
が
あ
り
、
消
費
者
が
合
理
的
に
期
待
す
る
支
払
い
と
実
質
的
に
同
じ
状
況
に
お
い
て

支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
実
質
的
に
消
費
者
が
合
理
的
に
期
待
す
る
方
法
と
同
様
に
計
算
さ
れ
て
い
る
限
り
、
消
費
者
契
約
に
お

い
て
の
支
払
い
価
格
を
定
め
る
条
項
に
つ
い
て
は
、
不
公
正
性
の
評
価
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る）
１０１
（

。

　

学
説
に
お
い
て
も
、
上
記
付
則
２
⑴
Ｋ
、
⒧
に
お
い
て
契
約
の
主
た
る
目
的
物
の
定
義
、
価
格
に
つ
い
て
の
条
項
が
不
公
正
の
判
断
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
消
費
者
が
合
理
的
に
期
待
す
る
も
の
と
著
し
く
異
な
る
内
容
の
条
項
は
不
公
正
の
判
断
か
ら
除
外
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
み
ら
れ
る）
１０２
（

。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、
二
〇
〇
五
年
の
レ
ポ
ー
ト
に
先
立
ち
中
心
条
項
に
つ
い
て
判
断

を
下
し
、
影
響
を
与
え
たD

irector G
en

era
l of F

a
ir Tra

d
in

g v. F
irst N

a
tion

a
l B

a
n

k p
lc.

）
１０３
（

に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
も
し
、

一
九
九
四
年
不
公
正
条
項
規
則
三
条
⑵
⒝
（
現
行
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
の
六
条
⑵
⒝
）
が
広
く
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
の
な
ら
、
消

費
者
を
不
公
正
で
不
利
益
な
標
準
書
式
契
約
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
法
制
度
の
目
的
が
挫
折
し
て
し
ま
う
と
し
た）
１０４
（

。
裁
判
所
は
あ
る
条
項
が

中
心
的
な
条
項
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
際
に
、
条
項
に
は
﹁
取
引
の
実
質
を
表
現
﹂
す
る
も
の
と
、
そ
れ
ら
を
取
巻
く
付
随
的

三
二
五
〇
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な
も
の
と
い
う
重
要
な
区
別
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
お
け
る
銀
行
か
ら
の
借
り
手
が
債

務
不
履
行
に
陥
っ
た
場
合
の
約
定
利
息
が
、
消
費
者
に
対
し
て
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
課
さ
れ
る
債
務
と
別
個
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
条
項
の
有
効
性
が
争
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
条
項
は
中
心
条
項
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た）
１０５
（

。

　

最
高
裁
は
、
当
該
条
項
は
債
務
不
履
行
の
際
の
条
項
で
あ
り
、
付
随
条
項
で
あ
る
か
ら
一
九
九
四
年
不
公
正
条
項
規
則
三
条
⑵
⒝
の
適
用

範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
た
。
条
項
が
通
常
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
の
利
息
に
つ
い
て
の
条
項
で
は
な
く
、
債
務
不
履
行
の
場
合
の

支
払
い
に
関
す
る
条
項
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
当
該
条
項
は
中
心
条
項
で
な
い
と
し
て
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る）
１０６
（

。

B
ingham

卿
は
不
公
正
性
の
判
断
に
お
い
て
、契
約
締
結
時
の
典
型
的
な
当
事
者
の
地
位
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る）
１０７
（

。Steyn

卿
は
、

す
べ
て
の
契
約
条
項
が
価
格
ま
た
は
報
酬
と
関
連
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
れ
ば
、
価
格
が
上
昇
す
る
条
項
に
つ
い
て
も

不
公
正
の
判
断
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
適
用
除
外
に
つ
い
て
制
限
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
条
項

が
不
公
正
判
断
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
制
度
に
重
大
な
穴
が
あ
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
す
る）
１０８
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
のO

ffi
ce of F

a
ir Tra

d
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g v. A
bbey N

a
tion

a
l p

lc.

）
１０９
（

 

に
お
い
て
最
高
裁
は
中
心
条
項
の
範
囲
に
つ
い
て
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と
異
な
っ
た
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
銀
行

か
ら
あ
ら
か
じ
め
許
可
を
得
て
い
な
い
過
振
り
（
貸
越
）
が
な
さ
れ
た
場
合
の
銀
行
が
課
す
手
数
料
に
つ
い
て
の
条
項
が
一
九
九
九
年
不
公

正
条
項
規
則
六
条
⑵
に
よ
っ
て
不
公
正
の
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
条
項
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
最
高
裁
は
、
Ｅ
Ｃ
不
公
正

条
項
指
令
は
主
要
な
価
格
と
付
随
的
な
価
格
に
つ
い
て
区
別
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
過

振
り
手
数
料
に
つ
い
て
は
中
心
条
項
と
し
て
不
公
正
性
の
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
判
断
を
下
し
た）
１１０
（

。
六
条
⑵
に
つ
い
て
は
、

客
観
的
基
準
で
不
公
正
性
の
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
客
観
的
基
準
に
お
い
て
消
費
者
は
﹁
典
型
的
な
消
費
者
﹂
で
は
な
く
、﹁
仮
想

の
合
理
的
人
﹂
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
契
約
に
お
け
る
価
格
と
報
酬
に
つ
い
て
関
連
す
る
条
項
を
読
み
、
か
つ
、
客
観
的
に
価

三
二
五
一
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

格
と
報
酬
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た）
１１１
（

。

　

最
高
裁
判
決
を
受
け
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
過
振
り
手
数
料
に
つ
い
て
の
調
査
を
停
止
し
た
も
の
の
、
銀
行
と
協
議
を
重
ね
、
銀
行
は
自
主
的
に
口

座
費
用
の
一
覧
を
提
示
し
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
な
い
過
振
り
手
数
料
の
概
要
に
つ
い
て
イ
ラ
ス
ト
で
説
明
す
る
な
ど
、
透
明

性
を
増
す
手
段
を
講
じ
、
さ
ら
に
、
多
く
の
銀
行
が
そ
の
手
数
料
を
変
更
し
た
結
果
、
過
振
り
手
数
料
の
平
均
額
は
二
〇
〇
七
年
の
三
四
ポ

ン
ド
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
は
一
四
ポ
ン
ド
に
減
少
し
た）
１１２
（

。

　

こ
の
判
決
後
、
最
高
裁
だ
け
で
な
く
業
者
団
体
も
何
が
付
随
的
な
代
価
に
あ
た
る
の
か
の
定
義
付
け
の
不
確
実
性
に
つ
い
て
懸
念
を
示
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
二
年
、
法
委
員
会
は
新
し
い
提
案
と
し
て
、
中
心
条
項
に
つ
き
主
要
な
条
項
と
付
随
的
な
条
項
の
区
別
を
設
け

ず
、
透
明
性
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
価
格
に
関
す
る
条
項
を
除
外
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、﹁
透
明
か
つ
顕
著
﹂

で
あ
れ
ば
、
価
格
に
関
す
る
条
項
は
不
公
正
性
の
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た）
１１３
（

。
顕
著
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
透
明
性

が
あ
っ
て
も
、
小
さ
い
文
字
で
印
刷
さ
れ
た
﹁
条
項
お
よ
び
条
件
﹂
は
、
多
く
の
消
費
者
に
読
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る）
１１４
（

。
最
高
裁
の

立
場
と
同
様
、
消
費
者
は
﹁
取
引
の
本
質
﹂
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
図
に
基
づ
く
提
案
で
あ
る）
１１５
（

。
顕
著
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
条
項
が
、
合
理
的
に
十
分
に
情
報
を
得
て
お
り
、
合
理
的
に
注
意
深
く
、
か
つ
用
心
深
い
﹁
平
均
的
消
費
者
﹂
が
認
識
で
き

る
方
法
で
提
示
さ
れ
た
か
否
か
で
判
断
さ
れ
る）
１１６
（

。
さ
ら
に
、
透
明
性
と
顕
著
性
の
意
味
に
つ
い
て
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
し
て
、
裁
判
所
が
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
考
慮
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
て
い
る）
１１７
（

。
そ
し
て
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規

則
付
則
二
の
グ
レ
イ
・
リ
ス
ト
に
従
い
、
価
格
上
昇
条
項
、
早
期
解
除
料
、
お
よ
び
契
約
違
反
料
に
関
す
る
条
項
に
つ
い
て
は
、
六
条
⑵
の

不
公
正
性
の
判
断
が
な
さ
れ
る
と
し
た）
１１８
（

。

　

こ
の
判
決
に
関
し
、
支
持
す
る
見
解
は
、
銀
行
の
サ
ー
ビ
ス
と
支
払
い
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
条
項
を
中
心
的
な
も

の
と
付
随
的
な
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
消
費
者
は
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
条
項
が
平
易
、
明
瞭
で
公
正
な
ら
ば
、

三
二
五
二
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五

役
務
の
提
供
者
の
犠
牲
に
お
い
て
消
費
者
が
保
護
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
す
る）
１１９
（

。
こ
の
裁
判
例
の
背
景
に
は
、
過
振
り
手
数
料
か
ら
の
収
入

は
銀
行
の
当
座
預
金
か
ら
の
収
入
の
三
〇
％
を
も
占
め
る
こ
と
、
も
し
不
公
正
な
条
項
で
あ
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
、
顧
客
は
六
年

間
に
わ
た
り
支
払
っ
た
不
公
正
な
手
数
料
の
返
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
銀
行
と
株
主
お
よ
び
保
証
人
で
あ
る
国
が
多
額
の
責
任

を
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る）
１２０
（

。
他
方
批
判
す
る
見
解
も
多
数
見
う
け
ら
れ
る
。
平
均
的
な
消

費
者
が
契
約
の
通
常
の
履
行
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
も
の
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
手
数
料
に
つ
い
て
、真
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
を
得
る
見
込
み
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
消
費
者
に
は
そ
の

よ
う
な
条
項
に
つ
い
て
削
除
す
る
取
引
的
地
位
が
な
い
こ
と
、
消
費
者
に
日
常
的
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
の
よ
う
な
手
数
料
は
市
場

規
律
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、
消
費
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
手
数
料
に
つ
い
て
の
選
択
肢
が
ほ
ぼ
な
い
こ
と
、
短
期
間
、

少
額
の
貸
出
し
で
あ
っ
て
も
、
手
数
料
が
三
〇

－

四
〇
ポ
ン
ド
と
不
均
衡
に
高
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る）
１２１
（

。
消
費
者
保
護
法
は
、﹁
合
理

的
な
消
費
者
は
、
平
易
で
明
瞭
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
﹂、﹁
長
く
、
複
雑
な
標
準
書
式
契
約
を
読
ま
な
い
こ
と
に
つ
い
て
認
識
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
﹂
と
し）
１２２
（

、
消
費
者
は
契
約
締
結
前
に
関
連
す
る
契
約
条
項
に
つ
い
て
読
む
能
力
を
有
し
、
価
格
お
よ
び
報
酬
が
客
観
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
す
るO
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ce of F

a
ir Tra

d
in

g v. A
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a
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に
お
け
るM

ance

卿
の
意
見
は
現
実
的
で
な
い
と
す
る
批
判
が
な
さ
れ
る）
１２３
（

。
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に
お
い
てB

ingham
 

卿
が
、消
費
者
を
標
準
書
式
契
約
に
お
け
る
不
公
正
お
よ
び
不
利
な
条
項
か
ら
保
護
す
る
目
的）
１２４
（

、Steyn

卿
が﹁
消

費
者
を
よ
り
強
い
契
約
当
事
者
か
ら
の
濫
用
か
ら
保
護
す
る
﹂
目
的
の
た
め
に
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
三
条
⑵
⒝
の
範
囲
に
つ
い
て

制
限
的
に
解
釈
す
る
重
要
性
を
説
い
た
こ
と）
１２５
（

、
法
委
員
会
も
同
様
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
こ
と）
１２６
（

な
ど
か
ら
も
、
合
理
的
な
消
費
者
の
観
点
か

ら
、
中
心
条
項
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
るO

ffi
ce of F

a
ir Tra

d
in

g v. A
bbey N

a
tion

a
l p

lc. 

に
お
け
る
最
高
裁
の
立
場

は
、
消
費
者
の
合
理
的
な
期
待
を
保
護
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る）
１２７
（

。
立
法
的
解
決
が
望
ま
し
い
と
す
る
立
場
か
ら

三
二
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

は
、英
国
の
不
公
正
条
項
法
制
に
つ
い
て
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
と
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
と
い
う
二
つ
の
法
が
存
在
し
、

消
費
者
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
透
明
性
が
あ
り
、
消
費
者
が
合
理
的
に
期
待
す
る
支
払
い
と
実

質
的
に
同
じ
状
況
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
実
質
的
に
消
費
者
が
合
理
的
に
期
待
す
る
方
法
と
同
様
に
計
算
さ
れ
て
い

る
限
り
、
消
費
者
契
約
に
お
い
て
の
支
払
い
価
格
を
定
め
る
条
項
に
関
し
て
は
、
不
公
正
性
の
評
価
が
な
さ
れ
な
い
と
す
る
二
〇
〇
五
年
の

レ
ポ
ー
ト
の
提
案
に
つ
い
て
考
慮
す
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る）
１２８
（

。

⑷　

信
義
則
・
重
大
な
不
均
衡
・
消
費
者
の
不
利
益
要
件
と
そ
の
関
連

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
五
条
⑴
に
お
い
て
は
﹁
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
、
契
約
か
ら
生
じ
る
当
事
者
の
権
利
義
務
に
著
し
い
不

均
衡
を
生
じ
さ
せ
、
消
費
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
場
合
﹂
と
い
う
要
件
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
が
個
別
の
均
等
な
要
件
で
あ
る
か

否
か
、
不
利
益
要
件
は
こ
れ
ら
の
要
件
と
同
等
に
重
要
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
点
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
以
下
紹
介
す
る
。
信
義
誠
実

の
要
件
に
つ
い
て
は
、
指
令
の
作
成
に
お
い
て
も
、
加
盟
各
国
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
﹁
信
義
誠
実
﹂
概
念
の
法
的
意
義
が
異
な
る
た
め
、
こ

の
概
念
を
独
立
の
要
件
と
し
て
、
指
令
の
な
か
で
用
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
も
の
の
、﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
と
い
う
判
断
テ

ス
ト
と
併
せ
て
採
用
し
、
前
文
一
六
に
お
い
て
信
義
誠
実
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る）
１２９
（

。

　

ま
ず
、B

ingham
 

卿
は
著
し
い
不
均
衡
に
つ
い
て
、﹁
契
約
に
お
け
る
当
事
者
の
権
利
お
よ
び
義
務
が
、
提
供
者
の
優
位
に
重
き
が
お
か

れ
る
あ
ま
り
提
供
者
に
著
し
く
有
利
に
傾
い
て
い
る
﹂
状
態
で
あ
る
と
す
る
。
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
る
条
項
と
は
、﹁
利
益
を
も
た

ら
す
選
択
権
（beneficial option

）、
裁
量
も
し
く
は
権
限
、
ま
た
は
消
費
者
に
対
す
る
不
利
な
負
担
（disadvantageous burden

）、

リ
ス
ク
、
も
し
く
は
義
務
﹂
を
課
す
条
項
を
含
む
と
す
る）
１３０
（

。
た
だ
し
、
著
し
い
不
均
衡
を
引
き
起
こ
す
す
べ
て
の
条
項
が
不
公
正
と
さ
れ
る

三
二
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四



（　
　
　
　

）

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

同
志
社
法
学　

六
四
巻
八
号�

四
七

わ
け
で
は
な
い
。
信
義
則
の
要
件
に
反
し
て
消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
条
項
が
不
公
正
と
さ
れ
る）
１３１
（

。
条
項
が
不
均
衡
を
発
生
さ
せ
、
そ
れ
が

著
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
判
断
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
側
面
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
不

公
正
さ
の
可
能
性
、
つ
ま
り
、
当
事
者
間
に
お
い
て
権
利
の
著
し
い
不
均
衡
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
な

さ
れ
る
側
面
で
あ
る
。
例
え
ば
、
提
供
者
が
価
格
を
変
更
で
き
る
無
制
限
の
裁
量
を
与
え
る
条
項
は
不
公
正
条
項
と
な
り
、
価
格
の
控
え
め

な
変
化
で
あ
っ
て
も
消
費
者
に
対
し
て
拘
束
力
が
な
い
も
の
と
な
る）
１３２
（

。二
つ
は
著
し
い
不
均
衡
に
つ
い
て
の
判
断
が
な
さ
れ
る
側
面
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
条
項
が
消
費
者
に
対
し
て
、
著
し
く
不
利
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
消
費
者
の
有
利
に
働
く
よ
う
な
対
応
す
る
条
項
に
よ
っ
て
、
平

衡
さ
せ
て
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
売
主
が
価
格
を
上
げ
る
権
利
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
消
費
者
が
違
約
金
な
し
に
契
約
か
ら
解
放
さ
れ

る
現
実
的
な
権
利
（realistic right
）
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
著
し
い
不
均
衡
が
な
い
と
さ
れ
る）
１３３
（

。

　

英
国
に
お
け
る
信
義
誠
実
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
一
九
九
四
年
不
公
正
条
項
規
則
が
付
則
二
に
お
い
て
、
信
義
誠
実
の
評
価
に
お
い
て
考

慮
す
べ
き
点
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
提
供
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
両
当
事
者
の
交
渉
上
の
地
位
の
強
さ
、
消
費
者
が
条
項
に
同
意
す

る
誘
因
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
消
費
者
の
特
別
な
注
文
に
応
じ
て
物
品
ま
た
は
役
務
が
販
売
ま
た
は
提
供
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
売
主
ま
た

は
提
供
者
が
消
費
者
と
、
公
正
か
つ
衡
平
に
接
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
指
針
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
一

九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
は
、
一
九
九
四
年
不
公
正
条
項
規
則
と
異
な
り
、
信
義
誠
実
の
評
価
に
お
い
て
考
慮
す
る
要
素
の
リ
ス
ト
を
お

い
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
義
誠
実
に
つ
い
て
、
不
公
正
条
項
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
の
前
文
一
六
で
は
、﹁
選
択
さ
れ

た
一
般
的
な
基
準
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
条
項
の
不
公
正
性
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
と
り
わ
け
利
用
者
間
の
一
体
性
を
考
慮
に
入
れ
た
集
団
的

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
公
的
性
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
販
売
ま
た
は
提
供
活
動
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
異
な
っ
た
利
益
を
全
体
的
に
評
価

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
信
義
誠
実
を
要
請
す
る
。
信
義
誠
実
に
つ
い
て
評
価
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
両
当
事
者
の
交
渉
上
の
地
位
の
強
さ
、
消
費
者
が
当
該
条
項
に
つ
き
同
意
す
る
誘
因
を
有
し
て
い
た
の
か
、
お
よ
び
物
ま
た
は
役
務

三
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

が
消
費
者
の
特
別
な
注
文
に
応
じ
て
販
売
ま
た
は
提
供
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
特
別
の
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
義
誠
実
の

要
請
は
、
売
主
ま
た
は
提
供
者
が
そ
の
正
当
な
利
益
に
つ
き
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
の
相
手
方
を
公
正
か
つ
衡
平
に
扱
う
こ
と
に

よ
り
、
み
た
す
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
し
て
お
り
、
信
義
誠
実
の
評
価
に
お
い
て
考
慮
す
る
要
素
は
ま
だ
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
の
前
文
か
ら
す
れ
ば
、信
義
則
の
要
件
の
役
割
は
﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
が
機
械
的
に
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

裁
判
所
が
﹁
利
益
の
総
合
的
評
価
﹂
を
行
う
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る）
１３４
（

。
つ
ま
り
、
消
費
者
の
利
益
を
害
す

る
、
契
約
上
生
じ
る
当
事
者
の
権
利
と
義
務
の
著
し
い
不
均
衡
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、﹁
消
費
者
が
当
該
条
項
に
つ
き
同
意
す
る

誘
因
を
有
し
て
い
た
の
か
、
お
よ
び
物
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
が
消
費
者
の
特
別
な
注
文
に
応
じ
て
販
売
ま
た
は
提
供
さ
れ
た
の
か
﹂、﹁
売
主
ま

た
は
提
供
者
が
そ
の
正
当
な
利
益
に
つ
き
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
の
相
手
方
を
公
正
か
つ
衡
平
に
扱
っ
て
い
る
﹂
の
か
に
つ
い
て

考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
公
正
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

英
国
の
判
例
、
学
説
に
お
い
て
、﹁
信
義
誠
実
﹂
と
い
う
言
葉
自
体
、
大
陸
法
系
の
用
語
で
あ
る
た
め
英
国
契
約
法
に
お
い
て
受
け
入
れ

ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
否
定
的
な
見
解
も
存
在
す
る
。
否
定
的
な
見
解
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、﹁
信
義
則
に
基
づ
い
て
交

渉
を
実
行
す
る
義
務
は
、
交
渉
に
お
い
て
当
事
者
が
対
抗
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
と
本
来
的
に
両
立
し
な
い
﹂
と
し
、
当
事
者
は
い
つ
で
も

交
渉
か
ら
手
を
引
く
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
と
す
る
、
と
す
るW

alford v. M
iles 

に
お
け
る
、A

ckener

卿
の
法
廷
意
見
が
あ
げ
ら

れ
る）
１３５
（

。
他
方
、Bingham

 

卿
は
、
そ
の
よ
う
な
原
則
を
採
用
し
て
い
な
い
も
の
の
、
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
が
非
良
心
的
な
取
引
を
排
除
す
る
な
ど
、

英
国
法
は
不
公
正
性
の
問
題
に
対
し
、
断
片
的
に
解
決
を
発
展
さ
せ
て
き
た
と
す
る）
１３６
（

。

　

そ
れ
で
は
、
英
国
に
お
け
る
信
義
則
の
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
に
お
い
て
は
、
過
程
的
な
意
味
に

お
け
る
信
義
則
と
、
実
質
的
な
信
義
則
と
い
う
区
別
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
が
あ
る）
１３７
（

。

　

B
eale

は
、信
義
則
の
過
程
的
な
側
面
か
ら
は
、提
供
者
は
、消
費
者
の
利
益
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
す
る
。

三
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こ
の
過
程
的
な
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
事
業
者
が
消
費
者
の
注
意
を
引
き
、
説
明
す
る
と
い
う
段
階
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
意
に
提
示
さ

れ
た
場
合
、
不
公
正
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
条
項
が
有
効
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る）
１３８
（

。
他
方
信
義
則
の
実
質
的
な
側
面
か
ら
は
、
契
約
条
項
の

実
質
的
な
内
容
に
関
連
し
、
あ
る
特
定
の
条
項
、
例
え
ば
過
失
に
よ
る
死
亡
ま
た
は
人
的
損
害
を
排
除
す
る
条
項
は
常
に
信
義
則
に
反
し
て
、

不
公
正
で
あ
る
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る）
１３９
（

。

　

In
terfoto P

ictu
re L

ibra
ry L

td
. v. S

tiletto L
td

.

）
１４０
（

に
お
い
てB

righam
 

裁
判
官
は
、
信
義
誠
実
と
は
、﹁
両
当
事
者
が
欺
い
て
は
な

ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
、﹁
公
正
に
取
引
す
る
こ
と
（playing fair

）﹂﹁
真
実
を
話
す
こ
と
（com

e clean

）﹂﹁
手
の
内
を
見
せ
る
（putting 

one’s cards upw
ards on the table

）﹂
こ
と
で
あ
る
と
し）
１４１
（

、
そ
の
本
質
は
﹁
公
正
で
オ
ー
プ
ン
な
取
引
（fair and open dealing

）﹂

で
あ
る
と
す
る
。

　

さ
ら
にD

irector G
en

era
l of F

a
ir Tra

d
in

g v. F
irst N

a
tion

a
l B

a
n

k p
lc. 

に
お
い
て
、B

righam
 

卿
は
、
信
義
誠
実
の
要
件

は
公
正
で
オ
ー
プ
ン
な
取
引
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、﹁
オ
ー
プ
ン
さ
﹂
は
、
条
項
が
﹁
完
全
に
、
明
確
に
、
読
み
や
す
く
﹂
表
現
さ
れ

て
お
り
、﹁
隠
さ
れ
た
落
と
し
穴
や
罠
が
な
い）
１４２
（

﹂
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、﹁
条
項
が
消
費
者
に
不
利
に
働
く
か
ど
う
か
に
つ

い
て
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
﹂
で
あ
る
と
し
、
公
正
な
取
引
（fair dealing

）
と
は
﹁
提
供
者
が
意
図
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
、
消

費
者
の
窮
状
、
貧
困
、
経
験
の
欠
如
、
契
約
の
目
的
物
を
熟
知
し
て
い
な
い
こ
と
、
取
引
的
地
位
の
脆
弱
さ
、
ま
た
は
規
則
の
付
則
二
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
要
因
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
要
因
に
類
似
し
た
要
因
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
﹂
で
あ
っ
て
、﹁
商
業

的
な
道
徳
と
実
務
の
良
い
基
準
﹂
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
信
義
誠
実
は
、﹁
人
工
的
ま
た
は
技
術
的
な
概
念
で
も

な
く
﹂、﹁
英
国
弁
護
士
に
と
っ
て
全
く
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
は
な
い
﹂
と
す
る）
１４３
（

。

　

Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
、
信
義
則
の
役
割
と
は
、
供
給
者
が
、
消
費
者
の
弱
い
取
引
的
地
位
ま
た
は
経
験
の
欠
如
を
利
用
し
て
消
費
者
の
権
利
ま
た
は

義
務
を
決
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
契
約
は
消
費
者
の
正
当
な
利
益
を
尊
重
す
る
よ
う
に
起
草
さ
れ
な
け
れ
ば

三
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

な
ら
な
い
と
す
る）
１４４
（

。
契
約
前
の
説
明
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
存
在
し
た
り
、
消
費
者
が
違
約
金
な
し
で
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
与
え
ら
れ

て
い
れ
ば
、
供
給
者
側
の
信
義
誠
実
に
つ
い
て
評
価
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
通
常
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
の
使
用
お
よ

び
透
明
性
の
形
式
な
ら
び
に
構
造
（use of ordinary w

ords and a transparent style and structure

）
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
す
る）
１４５
（

。

　

法
委
員
会
は
、
二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、
二
〇
〇
五
年
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
の

国
内
法
規
化
は
加
盟
国
に
そ
の
形
式
、
方
法
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
信
義
誠
実
と
い
う
用
語
は
英
国
法
に
な
じ
み
が
な
く
混
乱
を
招
く

た
め）
１４６
（

、
不
公
正
性
の
判
断
に
お
い
て
、
信
義
誠
実
で
は
な
く
、
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
に
お
け
る
﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
な
条
項

か
否
か
と
い
う
基
準
を
採
用
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
信
義
則
に
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
要
素
に
加
え
ず

﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
で
な
い
条
項
が
不
公
正
条
項
で
あ
る
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、﹁
公
正
﹂
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
主
観
的
に
不
公
正

な
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
、
消
費
者
の
利
益
を
害
す
る
意
図
が
な
い
場
合
、
条
項
は
不
公
正
で
な
い
と
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら

﹁
公
正
﹂
で
﹁
合
理
的
﹂
と
い
う
二
つ
の
要
件
が
存
在
す
る
方
が
消
費
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
り
、
不
公
正
性
の
判
断
に
お
い
て
よ
り
多
く

の
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る）
１４７
（

。
法
委
員
会
作
成
の
不
公
正
契
約
条
項
法
草
案
の
一
四
条
は
、
公
正
さ
と
合
理
性
は
、

﹁
当
該
条
項
の
透
明
性
﹂、
お
よ
び
そ
の
﹁
条
項
の
実
質
、
効
果
な
ら
び
に
合
意
時
の
す
べ
て
の
状
況
﹂
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
、
と
す
る
。

透
明
性
と
は
、﹁
合
理
的
に
平
易
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
、
読
み
や
す
く
、
明
瞭
に
提
示
さ
れ
、
か
つ
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
契
約
条
項
ま
た

は
通
知
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
可
能
性
の
高
い
、
ど
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
も
容
易
に
入
手
可
能
で
あ
る
﹂
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
る）
１４８
（

。

さ
ら
に
、﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
テ
ス
ト
の
﹁
条
項
の
実
質
、
効
果
な
ら
び
に
合
意
時
の
す
べ
て
の
状
況
﹂
と
は
、
一
四
条
⑷
に
お
い
て
、

⒜
当
該
契
約
の
他
の
条
項
、
⒝
当
該
契
約
が
依
存
す
る
他
の
契
約
条
項
、
⒞
両
当
事
者
の
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
、
⒟
当
該
条
項
に
よ
っ
て
不
利

な
影
響
を
受
け
る
当
事
者
の
リ
ス
ク
、
⒠
保
険
の
可
能
性
お
よ
び
蓋
然
性
、
⒡
当
該
条
項
に
よ
っ
て
不
利
な
影
響
を
受
け
る
当
事
者
の
利
益

三
二
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が
保
護
さ
れ
う
る
そ
の
他
の
方
法
、
⒢
当
該
条
項
の
存
在
に
よ
る
（
そ
の
条
項
の
み
、
あ
る
い
は
他
の
条
項
と
あ
わ
せ
て
）、
そ
れ
が
存
在

し
な
か
っ
た
場
合
と
の
相
違
の
程
度
、
⒣
当
該
条
項
に
よ
り
不
利
な
影
響
を
受
け
る
当
事
者
の
知
識
お
よ
び
理
解
、
⒤
両
当
事
者
の
交
渉
上

の
地
位
の
強
さ
、
⒥
当
該
契
約
が
関
係
す
る
物
品
ま
た
は
役
務
の
性
質
、
を
指
す
と
す
る）
１４９
（

。

　
﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
に
つ
い
て
不
公
正
性
を
判
断
す
る
要
件
に
含
め
な
い
理
由
と
し
て
は
、﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
要
件
は
、
消
費
者
に
と
っ

て
﹁
厳
し
い
﹂
条
項
が
安
い
価
格
で
調
整
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
消
費
者
は
そ
の
よ
う
に
厳
し
い

条
項
を
評
価
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
欲
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
条
項
は
不
公
正
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る）
１５０
（

。
不
公
正
の
問
題
に

と
っ
て
重
要
な
の
は
、
当
事
者
間
の
利
益
の
公
正
な
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
す
る）
１５１
（

。
信
義
誠
実
を
加
え
な
い
こ
と
に
関
し
て
の
疑
問
を
さ
け
る

た
め
、
信
義
誠
実
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
が
、
こ
の
﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
と
い
う
基
準
に
も
含
ま
れ
る
こ
と
も
提
案

に
記
載
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
ま
で
記
載
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
る）
１５２
（

。

　

Steyn 

卿
は
、
著
し
い
不
均
衡
に
つ
い
て
は
、
条
項
の
実
質
的
な
側
面
に
注
目
す
る
概
念
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
信
義
誠
実
と
、
著
し

い
不
均
衡
と
い
う
概
念
は
、
大
幅
に
重
複
し
て
い
る
部
分
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る）
１５３
（

。
そ
れ
は
例
え
ば
、﹁
消
費
者
に
価
格
の
割
引
な
ど
の

反
対
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
売
主
あ
る
い
は
供
給
者
に
著
し
く
優
位
を
与
え
る
条
項
﹂
で
あ
れ
ば
、
不
公
正
な
条
項
と
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る）
１５４
（

。

　

Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
、
英
国
の
判
例
に
お
け
る
裁
判
官
の
コ
メ
ン
ト
な
ど
か
ら
総
合
し
て
考
え
る
と
、﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
は
契
約
条

項
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
要
素
、
信
義
誠
実
は
契
約
条
項
に
つ
い
て
の
実
質
的
・
過
程
的
要
素
の
ど
ち
ら
の
要
素
に
も
関
連
す
る
概
念
で
あ

る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る）
１５５
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
条
項
が
実
質
的
に
不
公
正
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約

過
程
に
お
け
る
経
緯
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
不
公
正
性
の
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

最
後
に
消
費
者
の
不
利
益
と
い
う
要
件
に
つ
き
、Steyn 

卿
は
、
消
費
者
の
不
利
益
、
信
義
則
、
著
し
い
不
均
衡
は
独
立
し
た
要
件
で
あ

三
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

る
も
の
の
、
消
費
者
の
不
利
益
と
い
う
要
件
は
、
判
断
の
上
で
付
け
加
え
る
部
分
が
あ
ま
り
な
い
と
し
て
い
る）
１５６
（

。
不
利
益
が
存
在
す
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
不
均
衡
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
損
失
を
与
え
て
い
な
い
場
合
も
存
在
し
、
特
定
の
損
害
が
存
在
す
る
こ
と
を
予

定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
顧
客
に
払
い
戻
し
が
で
き
な
い
供
託
金
を
要
求
す
る
条
項
は
そ
の
供
託
金
が
い
か
に
少
額

の
も
の
で
あ
っ
て
も
消
費
者
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
と
さ
れ
る）
１５７
（

。

⑸　

契
約
の
不
公
正
性
を
判
断
す
る
た
め
の
考
慮
事
項

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
六
条
⑴
は
、契
約
の
不
公
正
性
は
﹁
契
約
締
結
の
目
的
と
さ
れ
た
物
品
も
し
く
は
役
務
の
性
質
を
考
慮
し
、

契
約
が
締
結
さ
れ
た
当
時
の
、
契
約
締
結
に
伴
う
す
べ
て
の
状
況
、
お
よ
び
当
該
契
約
の
他
の
条
項
、
も
し
く
は
そ
の
契
約
と
依
存
関
係
に

あ
る
他
の
契
約
の
条
項
の
す
べ
て
を
考
慮
﹂
し
て
判
断
さ
れ
る
旨
規
定
す
る
。

　

ま
ず
、
物
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
（
役
務
）
の
性
質
に
つ
い
て
、C

hitty 

は
、
土
地
の
売
買
に
お
け
る
、
買
主
が
手
付
解
除
し
た
場
合
に
失

う
買
主
の
手
付
金
が
売
買
価
格
の
一
〇
％
で
あ
る
条
項
を
例
に
あ
げ
、
裁
判
所
は
不
公
正
の
判
断
を
す
る
際
に
、
業
界
の
慣
行
の
影
響
を
考

慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る）
１５８
（

。

　

B
ryen &

 L
angley L

td. v. B
oston

）
１５９
（

に
お
い
て
は
、
不
公
正
性
の
判
断
を
す
る
際
、
テ
レ
ビ
の
セ
ッ
ト
を
買
う
場
合
の
よ
う
に
通
常
の

消
費
者
が
関
連
す
る
取
引
と
異
な
り
、
建
物
の
建
築
契
約
に
お
い
て
は
、
専
門
家
の
助
言
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
引
き
受
け
ら
れ
る

取
引
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
助
言
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、条
項
に
つ
い
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

五
条
⑵
の
個
別
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
れ
ば
不
公
正
の
判
断
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

契
約
締
結
に
関
わ
る
全
て
の
状
況
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
強
迫
も
し
く
は
不
当
威
圧
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
売
主
ま
た
は
提
供
者

が
消
費
者
に
対
し
て
、
圧
力
を
か
け
て
、
契
約
を
締
結
さ
せ
た
か
、
ま
た
は
消
費
者
に
条
項
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
早
急
に
考
慮
す
る
時
間

三
二
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を
与
え
ず
に
契
約
を
締
結
さ
せ
た
か
、
消
費
者
が
契
約
の
条
項
に
つ
い
て
読
み
、
理
解
し
、
考
慮
し
て
決
定
し
た
か
が
不
公
正
の
判
断
に
関

連
し
て
く
る
こ
と
と
な
る）
１６０
（

。
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
の
前
文
二
〇
は
、﹁
契
約
は
、平
易
な
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
起
草
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂

と
し
て
い
る）
１６１
（

。

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
は
、
不
公
正
性
の
判
断
と
し
て
、
他
の
契
約
条
項
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
前
文

一
九
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
契
約
の
中
心
条
項
に
つ
い
て
は
不
公
正
で
あ
る
と
の
評
価
は
行
わ
れ
な
い
も
の
の
、
他
の
条
項
の
公

正
さ
を
評
価
す
る
場
合
に
は
、
契
約
の
主
要
な
目
的
と
さ
れ
た
こ
と
が
ら
お
よ
び
供
給
さ
れ
る
物
品
も
し
く
は
役
務
の
品
質
対
価
格
の
割
合

が
考
慮
さ
れ
う
る）
１６２
（

。

⑹　

過
程
的
不
公
正
性
と
実
質
的
不
公
正
性

　

上
記
の
よ
う
に
、
不
公
正
性
の
判
断
に
お
い
て
は
、
契
約
の
条
項
に
関
わ
る
実
質
的
な
側
面
と
契
約
の
過
程
的
な
側
面
が
関
連
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。
こ
の
区
別
は
、
契
約
の
内
容
と
契
約
の
締
結
過
程
に
つ
い
て
論
じ
たL

eff

の
論
文
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）
１６３
（

。

　

E
vans-L

om
be 

裁
判
官
は
、
不
公
正
さ
（unfairness
）
に
つ
い
て
、﹁
実
質
的
不
公
正
性
﹂
と
﹁
過
程
的
不
公
正
性
﹂
の
二
種
類
に
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
提
供
者
と
消
費
者
の
義
務
の
合
理
的
な
評
価
か
ら
逸
脱
し
た
（out of proportion

）
一
方
的
な
条
項
が
、

提
供
者
か
ら
消
費
者
に
課
さ
れ
る
場
合
に
﹁
実
質
的
な
不
公
正
﹂
と
な
る
と
す
る
。

　

他
方
、﹁
過
程
的
不
公
正
﹂
と
は
、
契
約
が
作
成
さ
れ
た
、
ま
た
は
条
項
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
方
法）
１６４
（

、
契
約
時
の
状
況
を
指
し）
１６５
（

、
そ
の
条

項
自
体
は
、
実
質
的
に
不
公
正
で
あ
る
必
要
は
な
い
も
の
の
、
契
約
の
締
結
に
お
い
て
、
消
費
者
が
、
優
位
の
バ
ラ
ン
ス
に
重
大
な
影
響
を

与
え
る
一
方
的
な
条
項
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
不
公
正
性
は
学
説
で
い
う
と
こ
ろ
の

い
わ
ゆ
る
不
意
打
ち
（unfair surprise

）
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
条
項
が
不
公
正
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
当
該
ケ
ー
ス
の
す
べ
て
の

三
二
六
一
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五
四

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

状
況
を
考
慮
し
﹁
実
質
的
、
過
程
的
な
不
公
正
の
両
方
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
﹂
と
し
て
い
る）
１６６
（

。

　

二
〇
〇
二
年
の
法
委
員
会
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
に
よ
る
と
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
五
条
⑴
の
解
釈
に
関
連
し

て
、
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
。
第
一
説
は
、
著
し
い
不
均
衡
は
実
質
的
不
公
正
さ
に
関
連
し
、
信
義
誠
実
は
過
程
的
不
公
正
さ
に
関
連
し
て

い
る
と
い
う
区
別
を
提
唱
す
る
。
こ
の
第
一
の
説
か
ら
す
る
と
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
は
実
体
的
お
よ
び
過
程
的
な
不
公
正
が
存

在
す
る
場
合
に
不
公
正
条
項
で
あ
る
と
す
る
が
、
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
に
お
い
て
は
実
質
的
不
公
正
さ
が
存
在
す
れ
ば
、
条
項

が
不
公
正
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る）
１６７
（

。
例
え
ば
、
過
失
に
よ
る
財
産
へ
の
損
失
ま
た
は
損
害
（loss or dam

age

）
に
つ
い

て
の
責
任
を
排
除
す
る
条
項
に
つ
き
消
費
者
に
注
意
を
促
し
、
消
費
者
が
抗
議
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約

条
項
法
の
適
用
に
お
い
て
裁
判
所
は
合
理
性
の
要
件
が
み
た
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る）
１６８
（

。

　

第
二
の
説
は
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
に
つ
い
て
、﹁
消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
著
し
い
不
均
衡
﹂
と
い
う
要
件
は
、
最
低
限
の

要
件
で
あ
り
、
不
均
衡
が
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
消
費
者
の
利
益
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
不
公
正
と
は
い
え
な
い

と
判
断
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
信
義
則
に
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
不
公
正
性
を
判
断
す
る
主
な
テ
ス
ト
と
な
る）
１６９
（

。

　

第
三
の
説
は
、
重
要
な
の
は
著
し
い
不
均
衡
要
件
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
義
則
の
要
件
は
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
指

令
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
信
義
則
の
影
響
は
薄
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条

項
指
令
が
国
内
法
規
化
さ
れ
た
際
に
は
、
信
義
則
の
要
件
が
採
用
さ
れ
ず
、
欧
州
委
員
会
（E

uropean C
om

m
ission

）
も
著
し
い
不
均

衡
要
件
が
重
要
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る）
１７０
（

。
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
前
文

一
六
の
文
言
や
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
履
行
の
一
般
的
な
要
件
と
し
て
信
義
則
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ

る
）
１７１
（

。

　

第
四
の
説
は
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
に
お
い
て
は
、
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
、
信
義
則
に
反
す
る
た
め
条
項
が
不
公
正
で

三
二
六
二



（　
　
　
　

）

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

同
志
社
法
学　

六
四
巻
八
号�

五
五

あ
る
場
合
と
、
実
質
的
に
は
そ
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
よ
う
に
見
え
な
く
と
も
、
過
程
的
な
信
義
誠
実
さ
の
欠
如
が
存
在
す
る
場
合
の
両
方

か
ら
不
公
正
条
項
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

法
委
員
会
は
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
の
運
用
に
お
い
て
は
、
実
質
的
な
不
公
正
さ
の
み
し
か
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

不
公
正
条
項
で
あ
る
と
の
判
断
が
可
能
で
あ
る
と
す
る）
１７２
（

。
そ
れ
は
、Ｄ
Ｇ
Ｆ
Ｔ
（D

irector G
eneral of F

air T
rading

（
現
在
の
Ｏ
Ｆ
Ｔ
））

お
よ
び
付
則
一
に
掲
載
さ
れ
た
団
体
は
、
消
費
者
に
条
項
が
提
示
さ
れ
た
方
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
公
正
条
項
の
使
用
を
禁
ず
る
こ
と
が
で

き
、
付
則
二
の
リ
ス
ト
の
大
部
分
は
実
質
的
に
不
公
正
な
条
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る）
１７３
（

。G
ibson 

裁
判
官
も
、
い
く
つ
か
の
条
項
は

不
均
衡
を
引
き
起
こ
す
た
め
、
過
程
的
不
公
正
性
は
必
要
な
要
件
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
不
公
正
で
あ
る
と
い
う
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
る
と

し
た）
１７４
（

。

　

さ
ら
に
法
委
員
会
は
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
と
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
の
ど
ち
ら
が
適
用
さ
れ
て
も
、
実
質
的
に
不

公
正
な
条
項
で
あ
れ
ば
無
効
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
条
項
が
不
公
正
で
な
く

と
も
、
契
約
に
組
み
込
ま
れ
た
過
程
に
お
い
て
不
公
正
さ
が
あ
れ
ば
不
公
正
条
項
で
あ
る
と
の
判
断
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
理

解
は
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
付
則
二
⑴
⒤
に
お
い
て
、
契
約
締
結
前
に
消
費
者
が
理
解
す
る
真
の
機
会
が
な
い
条
項
に
消
費
者
を

拘
束
す
る
条
項
が
不
公
正
条
項
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
と
さ
れ
る）
１７５
（

。

　

結
論
と
し
て
、
法
委
員
会
は
一
九
九
九
年
不
当
条
項
規
則
に
お
い
て
条
項
が
不
公
正
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
体
的
不
公
正

性
と
過
程
的
不
公
正
性
の
ど
ち
ら
も
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
第
一
の
説
を
と
ら
ず
、
そ
の
他
の
説
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
第
三
の

説
は
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
の
文
言
と
の
調
和
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
第
二
、
第
四
の
説
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
信
義
則
と
実
質
的
な
不
均
衡
の
果
た
す
正
確
な
役
割
は
実
務
に
お
い
て
は
あ
ま
り
相
違
は
な
い
と
す
る
。
従
っ
て
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｃ
不

公
正
条
項
指
令
の
前
文
一
六
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、﹁
関
係
す
る
異
な
っ
た
利
益
を
全
体
的
に
評
価
﹂
し
、
売
主
ま
た
は
提
供
者

三
二
六
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

が
﹁
そ
の
正
当
な
利
益
に
つ
き
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
の
相
手
方
を
公
正
か
つ
衡
平
に
扱
っ
た
か
ど
う
か
﹂
に
つ
い
て
判
断
す
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る）
１７６
（

。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
一
九
九
九
年
不
当
条
項
規
則
に
お
い
て
条
項
が
不
公
正
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
体
的
不
公
正
性
と
過
程

的
不
公
正
性
の
ど
ち
ら
も
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
質
的
な
不
公
正
さ
の
み
し
か
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
公
正
条
項

で
あ
る
と
の
判
断
が
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
実
質
的
に
条
項
が
不
公
正
で
な
く
と
も
、
契
約
に
組
み
込
ま
れ
た
過
程
に
お
い
て
不
公
正
さ

が
あ
れ
ば
不
公
正
条
項
で
あ
る
と
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
条
項
が
実
質
的
に
不
公
正
で
あ
っ
て
も
、
契
約
過
程
の
状
況
に
よ
っ
て
は
公
正
と
な
る
か
の
問
題
に
関
連
し
、
法
委
員
会
は
、

二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
に
お
い
て
、
過
程
的
不
公
正
さ
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
け
る
か
否
か
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
条
項
が
公
正
か
つ
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
確
保
し
よ
う
と
試
み
る
事
業
者
に
有
用
な
指
針
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
一
方
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
明
確
な
条
項
で
あ
っ
て
、
消
費
者
が
事
前
に
読
む
機
会
が

あ
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
事
業
者
に
契
約
締
結
過
程
が
公
正
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
余
地
を
よ
り
多
く
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
見
方
も
あ
る

と
す
る
。
Ｏ
Ｆ
Ｔ
か
ら
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
業
者
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で
消
費
者
に
と
っ
て
﹁
厳
し
い
条
項
﹂
の
使
用
を
正
当
化
す

る
こ
と
を
時
折
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
存
在
は
厳
し
い
条
項
を
排
除
す
る
努
力
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
と
結
論
付
け

る
）
１７７
（

。

　

二
〇
〇
五
年
法
委
員
会
レ
ポ
ー
ト
の
提
案
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
条
項
が
不
公
正
で
あ
る
か
の
判
断
に
お
い
て
、
公
正
か
つ
合
理
的

で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
透
明
性
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
条
項
の
実
質
と
効
果
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
す
べ
て
の
状

況
を
検
討
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
過
程
的
不
公
正
性
と
実
質
的
不
公
正
性
の
双
方
に
つ
い
て
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る）
１７８
（

。
し

か
し
な
が
ら
、O

ffi
ce of F

a
ir Tra

d
in

g v. F
ox

ton
s 

の
）
１７９
（

控
訴
審
で
説
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
執
行
を
担
う
団
体
に
よ
る
執
行
と
比
較
し
て

三
二
六
四
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裁
判
所
に
お
け
る
消
費
者
の
集
団
的
利
益
が
関
わ
る
法
執
行
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
個
別
の
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
は
可
能
で
な
い
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
る）
１８０
（

。

⑺　

透
明
性

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
七
条
は
、
売
主
ま
た
は
提
供
者
は
、
契
約
の
条
項
が
平
易
か
つ
明
瞭
な
言
葉
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
を
保
証

す
る
も
の
と
し
、
六
条
⑵
も
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
と
同
様
、
平
易
な
明
瞭
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
限
り
中
心
条
項
が
不
公
正
条
項
か

ど
う
か
の
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
す
る
。

　

法
委
員
会
の
二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、
二
〇
〇
五
年
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
平
易
か
つ
明
瞭
な
言
葉
は
、
不
公
正

性
の
判
断
が
な
さ
れ
る
際
に
明
示
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
消
費
者
に
対
し
、
明
確
か
つ
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
方
法
で
提
示
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
あ
い
ま
い
で
な
い
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
す
る）
１８１
（

。
こ
の
よ
う
に
、
法
委
員
会
の
報
告
書
に
お
い
て
、
透
明

性
は
非
常
に
重
要
な
要
素
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
中
心
的
な
条
項
に
つ
い
て
透
明
性
の
要
件
が
み
た
さ
れ
な
い
場
合
に
は

契
約
が
無
効
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
他
の
条
項
に
つ
い
て
も
透
明
性
の
要
件
が
み
た
さ
れ
な
い
こ
と
自
体
が
、
不
公
正
条
項
で
あ
る

か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
る）
１８２
（

。
法
委
員
会
の
提
案
に
お
い
て
は
、
条
項
が
公
正
か
つ
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
条
項
が
透
明
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
条
項
の
実
体
と
効
果
、
お
よ
び
契
約
が
締
結
さ
れ
た
時
点
に
存
在
し
て
い
た
状
況
に
つ
い

て
考
慮
す
る
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る）
１８３
（

。

　

Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
透
明
性
に
つ
い
て
、
完
全
合
意
条
項
の
例
を
提
示
し
、
権
限
な
く
発
せ
ら
れ
た
声
明
に
基
づ
く
責
任
か
ら
事
業
者
を
保
護
す
る

条
項
に
つ
い
て
、
条
項
が
平
易
、
明
瞭
な
言
葉
で
、
か
つ
読
み
や
す
く
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
の
注
意
を
明
確
に
ひ
き
、
か
つ
そ
の
重

要
性
が
説
明
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
照
ら
し
て
消
費
者
が
す
べ
て
の
条
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
公
正
な
機
会
を
与
え
ら
れ
、
消
費
者
が
契
約
に

三
二
六
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

つ
い
て
変
更
す
る
公
正
な
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
不
公
正
と
な
る
可
能
性
が
よ
り
高
く
な
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る）
１８４
（

。
Ｏ
Ｆ
Ｔ

は
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
語
彙
だ
け
で
は
な
く
、
契
約
の
構
造
ま
で
そ
の
射
程
に
取
込
む
も
の
で
あ
る
と

し
、
長
い
セ
ン
テ
ン
ス
や
ク
ロ
ス
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
（
相
互
参
照
）
が
可
能
な
限
り
避
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
す
る）
１８５
（

。

　

た
だ
し
、
条
項
の
表
現
お
よ
び
使
用
の
み
な
ら
ず
、
条
項
の
実
質
に
信
義
則
の
判
断
が
関
連
し
て
く
る
た
め
、
透
明
性
の
み
で
不
公
正
性

を
判
断
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
結
論
付
け
る
。
信
義
則
の
役
割
と
し
て
は
提
供
者
が
、
消
費
者
の
弱
い
取
引
的
地
位
ま
た
は
経
験
の
欠

如
を
利
用
し
て
消
費
者
の
権
利
ま
た
は
義
務
を
決
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
契
約
は
消
費
者
の
正
当
な
利
益
を

尊
重
す
る
よ
う
に
起
草
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る）
１８６
（

。

　

以
下
、
四　

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
に
つ
い
て
の
判
断
㈠
Ｏ
Ｆ
Ｔ
お
よ
び
そ
の
他
の
団
体
に
よ
る
消
費
者
法
の
執
行　

に
お
い
て
言

及
し
た
事
業
者
に
対
す
る
協
議
の
な
か
で
、
拘
束
力
の
あ
る
誓
約
に
よ
り
Ｏ
Ｆ
Ｔ
が
修
正
さ
せ
た
条
項
の
例
に
つ
い
て
い
く
つ
か
紹
介
す

る
）
１８７
（

。

　
﹁
こ
の
契
約
お
よ
び
こ
の
契
約
に
含
ま
れ
る
利
益
な
ら
び
に
利
得
は
会
員
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
会
員
は
販
売
、
移
転
、
譲
渡
を
し
て
は

な
ら
な
い
﹂
と
い
う
条
項
が
、﹁
会
員
権
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
い
う
条
項
に
修
正
さ
れ
て
い
る）
１８８
（

。

　

ま
た
、﹁
契
約
上
の
物
品
の
価
格
と
、
顧
客
か
ら
会
社
に
対
す
る
、
そ
の
他
の
勘
定
に
お
け
る
、
そ
の
他
す
べ
て
の
支
払
わ
れ
る
べ
き
金

銭
が
全
額
支
払
わ
れ
な
い
限
り
、
物
品
に
つ
い
て
の
財
産
の
権
原
は
確
定
的
に
会
社
に
と
ど
ま
る
（
顧
客
に
対
す
る
当
該
物
品
の
引
渡
し
に

か
か
わ
ら
ず
）﹂、
と
い
う
条
項
が
﹁
あ
な
た
が
支
払
い
を
終
え
る
ま
で
、
我
々
は
物
品
の
所
有
権
を
保
有
し
つ
づ
け
る
﹂
と
修
正
さ
れ
て
い

る
）
１８９
（

。
さ
ら
に
、﹁
こ
の
契
約
に
お
い
て
供
給
さ
れ
た
材
料
お
よ
び
物
品
は
、
商
品
性
の
あ
る
品
質
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
当
該
物
品
の
通
常

の
目
的
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
の
条
項
は
﹁
こ
の
契
約
に
お
い
て
供
給
さ
れ
た
材
料
お
よ
び
物
品
は
、満
足
な
品
質
を
有
し
て
お
り
、

三
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か
つ
当
該
物
品
の
通
常
の
目
的
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
修
正
さ
れ
て
い
る）
１９０
（

。

　

透
明
性
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
判
例
と
し
て
は
、
上
記
のD

irector G
en

era
l of F

a
ir Tra

d
in

g v. F
irst N

a
tion

a
l B

a
n

k p
lc .

）
１９１
（

 

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
お
い
て
、
借
り
手
が
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
場
合
、
銀
行
は
、
借
り
手

の
未
払
い
の
残
高
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
、
顧
客
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
負
債
に
加
え
て
約
定
の
利
息
を
徴
収
で
き
る
と
す
る
条
項

が
不
公
正
な
も
の
か
ど
う
か
争
わ
れ
た
。
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
顧
客
は
判
決
に
お
け
る
割
賦
払
い
の
命
令
（instalm

ent order

）
に
よ

る
支
払
い
に
加
え
て
、
約
定
の
利
息
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
。

　

Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
当
該
条
項
に
つ
い
て
消
費
者
の
注
意
を
引
く
可
能
性
が
低
い
と
し
て
、
不
公
正
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
こ
の

よ
う
な
条
項
は
、
契
約
に
関
す
る
裁
判
上
の
負
債
に
つ
い
て
制
定
法
上
の
利
息
を
課
す
こ
と
を
禁
じ
、
裁
判
上
の
負
債
に
つ
い
て
分
割
払
い

が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
制
定
法
上
の
利
息
は
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
命
令）
１９２
（

か
ら
消
費
者
が
受
け
る
利
益
を
奪
う
も
の
で
あ
る
と

の
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
一
九
七
四
年
消
費
者
信
用
法）
１９３
（

の
適
用
を
受
け
る
こ
の
命
令
は
、
判
決
後
に
契
約
上
の
利
息
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を

禁
じ
て
い
な
い
も
の
の
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
、
命
令
は
消
費
者
が
判
決
上
の
負
債
に
加
え
て
利
息
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
反
す
る
一
般
的
な
政
策
を
反

映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
た）
１９４
（

。

　

控
訴
審
は
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
同
様
、
契
約
後
に
お
い
て
も
消
費
者
が
自
己
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
、
条
項
の
悪
影
響
に
つ
い
て
の
情
報
を

与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
用
し
、
条
項
が
不
公
正
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
控
訴
審
で
は
、
信
義
誠
実
に
つ
い
て
、﹁
公

正
お
よ
び
オ
ー
プ
ン
な
取
引
の
促
進
、
な
ら
び
に
不
意
打
ち
お
よ
び
真
の
選
択
の
欠
如
を
妨
げ
る
こ
と
を
要
請
す
る
﹂
と
し
た）
１９５
（

。
あ
る
条
項

が
﹁
消
費
者
の
注
意
を
明
確
に
喚
起
し
な
い
条
項
で
あ
る
が
、
消
費
者
が
合
理
的
に
予
測
で
き
ず
、
か
つ
不
利
益
と
な
る
結
果
を
生
じ
さ
せ

る
﹂
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
そ
の
条
項
は
、
信
義
誠
実
の
要
件
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る）
１９６
（

。
透
明
性
に
つ
い
て
は
、﹁
条
項
は
合
理

的
に
透
明
性
を
有
し
、
消
費
者
の
合
理
的
な
期
待
を
挫
折
さ
せ
る
結
果
を
生
む
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
す
る
。

三
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英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

　

控
訴
審
は
、
消
費
者
は
契
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
を
選
択
す
る
際
、
情
報
を
与
え
ら
れ
た
上
で
選
択
す
る
こ
と
（inform

ed 

choice
）
が
可
能
な
地
位
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
消
費
者
が
情
報
を
与
え
ら
れ
る
権
利
を
重
視
す
る）
１９７
（

。
契
約
上
の
利
息
が
、
判

決
後
に
、
判
決
に
よ
る
支
払
い
に
追
加
し
て
課
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
契
約
締
結
時
ま
た
は
契
約
締
結
前
に
借
り
手
の
注
意
が
特
に

喚
起
さ
れ
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
借
り
手
に
と
っ
て
不
快
な
驚
き
で
あ
っ
た
た
め
、
条
項
は
不
公
正
で
あ
る
と
の
判
断
が
下
さ
れ
た）
１９８
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
最
高
裁
で
は
条
項
が
不
公
正
で
あ
る
と
す
る
控
訴
審
の
判
断
は
否
定
さ
れ
た
。B

ingham
 

卿 

は
借
り
手
の
不
快
な
驚
き

が
あ
る
も
の
の
、
契
約
当
事
者
の
権
利
と
義
務
に
著
し
い
不
均
衡
は
な
い
と
し
た
。
利
息
に
つ
い
て
説
明
す
る
手
紙
が
送
付
さ
れ
て
お
り
、

利
息
に
つ
い
て
の
条
項
は
消
費
者
を
害
し
、
当
事
者
の
権
利
と
義
務
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
、
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
す
る
も
の
で

は
な
い
と
し
た
。
取
引
の
本
質
は
、
銀
行
が
借
り
手
に
資
金
を
提
供
し
、
借
り
手
は
利
息
と
と
も
に
返
済
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
事
者
の
ど

ち
ら
も
が
、
銀
行
が
元
本
ま
た
は
利
息
を
自
発
的
に
徴
収
す
る
こ
と
を
控
え
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
な
い
と
す
る）
１９９
（

。

　

二
〇
一
二
年
の
イ
シ
ュ
ー
・
ペ
ー
パ
ー
で
は
、O

ffi
ce of F

a
ir Tra

d
in

g v. A
bbey N

a
tion

a
l p

lc.

）
２００
（

の
判
決
後
、
透
明
性
は
重
要
で

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
価
格
に
関
す
る
条
項
を
除
外
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、
透
明
か
つ
顕
著
（prom

inent

）
で
あ
れ
ば
、

価
格
に
関
す
る
条
項
は
不
公
正
性
の
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た）
２０１
（

。

　

Ｏ
Ｆ
Ｔ
や
法
委
員
会
が
透
明
性
の
重
要
性
を
訴
え
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
が
事
業
者
と
の
協
議
に
お
い
て
事
業
者
の
誓
約
に
よ
る
条
項
の
修
正
を
積
極

的
に
行
っ
て
き
た
が
、D

irector G
en

era
l of F

a
ir Tra

d
in

g v. F
irst N

a
tion

a
l B

a
n

k p
lc.

）
２０２
（

 

、O
ffi

ce of F
a

ir Tra
d

in
g v. 

A
bbey N

a
tion

a
l p

lc.

）
２０３
（

の
判
決
以
降
、
透
明
性
の
要
件
の
重
要
性
は
低
下
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑻　

作
成
者
不
利
の
解
釈
準
則
（Interpretatio contra proferentem

）

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
７
条
⑵
は
、
記
載
さ
れ
た
条
項
の
意
義
に
つ
い
て
疑
い
あ
る
場
合
に
は
、
消
費
者
に
有
利
に
解
釈
さ
れ
る

三
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と
規
定
す
る
。
法
委
員
会
は
作
成
者
不
利
の
解
釈
準
則
は
、
排
除
条
項
に
関
す
る
法
的
規
制
が
出
現
す
る
以
前
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル

と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
単
体
で
は
、
消
費
者
を
害
す
る
条
項
に
対
し
て
は
弱
い
武
器
で
あ
る
と
指
摘
す
る）
２０４
（

。
法
委
員
会
の
提
案

は
、
作
成
者
不
利
の
解
釈
準
則
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
準
則
を
統
合
さ
れ
た
法
案
に
含
め
る
こ
と
は

必
要
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
も
の
の
、
統
合
さ
れ
た
法
案
に
含
め
て
も
不
利
益
は
な
い
た
め
準
則
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
し
た
と

す
る）
２０５
（

。

五　

ま
と
め
に
か
え
て

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
英
国
の
不
当
条
項
規
制
が
定
め
る
不
公
正
条
項
を
判
断
す
る
、﹁
信
義
誠
実
﹂﹁
当
事
者
間
の
契
約
上
の
権
利
・
義
務

の
著
し
い
不
均
衡
﹂﹁
消
費
者
の
不
利
益
﹂﹁
中
心
条
項
の
除
外
﹂﹁
個
別
交
渉
条
項
の
除
外
﹂｢

明
瞭
性
・
透
明
性
﹂﹁
作
成
者
不
利
の
解
釈
﹂

と
い
う
一
般
条
項
に
関
す
る
不
公
正
性
を
判
断
す
る
要
件
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
、
相
互
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
議
論
、
関
連
判
例
に
つ
い

て
の
検
討
を
行
っ
た
。

　

英
国
の
不
公
正
条
項
規
制
と
し
て
は
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
と
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
が
国
内
法
規
化
さ
れ
た
一
九
九
九
年
不

公
正
条
項
規
則
と
い
う
二
つ
の
法
が
存
在
し
て
い
る
。
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
は
消
費
者
契
約
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
契
約
に

も
適
用
さ
れ
、契
約
上
の
責
任
排
除
ま
た
は
制
限
条
項
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。
一
九
九
九
年
消
費
者
契
約
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
則
は
、

消
費
者
契
約
に
お
け
る
不
公
正
条
項
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令
と
同
様
、
そ
の
対
象
を
売
主
ま
た
は
提
供
者
と
消
費
者
間
の
消
費
者
取
引
に
限
定

し
、
責
任
排
除
・
責
任
制
限
条
項
だ
け
で
な
く
、
不
公
正
条
項
に
つ
い
て
広
く
規
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

　

英
国
の
不
公
正
条
項
規
制
の
特
徴
と
し
て
、
二
つ
の
主
要
な
法
律
が
存
在
す
る
こ
と
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
役
割
の
重
要
性
、
大
陸
的
な
信
義
則
と

三
二
六
九
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志
社
法
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六
四
巻
八
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六
二

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

い
う
概
念
な
ど
を
含
む
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項
指
令
を
自
国
の
法
制
度
に
取
込
む
た
め
に
さ
ま
ざ
な
議
論
が
法
委
員
会
等
で
活
発
に
な
さ
れ
て
き

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。

　

本
稿
で
は
不
公
正
条
項
の
一
般
条
項
に
関
す
る
判
断
要
件
に
つ
い
て
、
法
委
員
会
に
よ
る
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
と
一
九
九
九

年
不
公
正
条
項
規
則
を
統
合
し
た
新
し
い
法
案
の
提
案
な
ど
が
な
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
の
法
委
員
会
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、

二
〇
〇
二
年
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
に
対
す
る
団
体
や
個
人
、
学
界
、
政
府
機
関
等
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
提
案
を

含
む
二
〇
〇
五
年
の
レ
ポ
ー
ト
、
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
のO

ffi
ce of F

a
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d
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a
tion

a
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）
２０６
（

を
踏
ま
え
て
、
一
九

九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
条
項
に
つ
い
て
特
に
検
討
し
た
二
〇
一
二
年
の
イ
シ
ュ
ー
・
ペ
ー
パ
ー
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
見
解
、

主
要
な
判
例
の
動
向
等
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
た
。

　

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
を
含
む
消
費
者
法
制
の
執
行
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
、
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
お
よ
び
二

〇
〇
二
年
企
業
法
第
八
編
に
お
け
る
執
行
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
〇
二
年
企
業
法
第
八
編
は
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
に
英
国
に
お
け
る
消
費
者

法
制
の
執
行
に
お
い
て
他
の
執
行
者
の
行
為
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
役
目
も
含
め
、
先
導
的
な
役
割
を
果
た
す
権
限
を
与
え
て
い
る）
２０７
（

。
不

公
正
性
の
判
断
に
つ
い
て
の
裁
判
例
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
に
よ
る
拘
束
力
の
あ
る
誓
約
に
よ
る
事
業
者
の
条
項
の
修
正
は
、
不

公
正
条
項
に
関
す
る
法
制
度
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
に
お
け
る
不
公
正
性
を
判
断
す
る
要
件
に
つ
き
﹁
個
別
に
交
渉
さ
れ
た
条
項
﹂
が
公
正
性
の
判
断
か
ら
除

外
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
き
、
法
委
員
会
の
提
案
と
し
て
は
、
中
心
条
項
を
除
い
た
個
別
に
交
渉
さ
れ
た
条
項
を
、
法
委
員
会
が
提
案
す
る
不

公
正
を
判
断
す
る
﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
な
テ
ス
ト
か
ら
除
外
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
上
記
の
よ
う
に
、
ど
の

よ
う
な
場
合
に
条
項
が
個
別
に
交
渉
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
、
消
費
者
が
交
渉
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
こ
と
が
意
味
す

る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
シ
ン
プ
ル
な
法
律
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

三
二
七
〇
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﹁
中
心
条
項
の
除
外
﹂、﹁
透
明
性
﹂
に
つ
い
て
、
法
委
員
会
の
二
〇
一
二
年
の
イ
シ
ュ
ー
・
ペ
ー
パ
ー
は
、O
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）
２０８
（

に
従
い
、
主
要
な
条
項
と
付
随
的
な
条
項
の
区
別
を
設
け
て
付
随
的
条
項
に
つ
い
て
は
不
公
正
の
判
断
を
行
う
立

場
を
採
用
せ
ず
、
透
明
性
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
価
格
に
関
す
る
条
項
を
除
外
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、
透
明
か

つ
顕
著
で
あ
れ
ば
、
価
格
に
関
す
る
条
項
は
不
公
正
性
の
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る）
２０９
（

。
学
説
か
ら
は
、
こ
の
﹁
消
費
者
の

権
利
に
反
す
る
﹂
判
決
は
、
協
議
に
よ
る
誓
約
を
通
じ
て
事
業
者
の
条
項
の
修
正
に
成
果
を
収
め
て
き
た
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
権
威
を
傷
つ
け
る
も
の

で
あ
る
と
の
否
定
的
な
評
価
も
な
さ
れ
て
お
り）
２１０
（

、
立
法
的
な
解
決
が
望
ま
れ
る
と
の
主
張
も
な
さ
れ
る）
２１１
（

。

　

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
五
条
⑴
に
お
け
る
﹁
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
、
契
約
か
ら
生
じ
る
当
事
者
の
権
利
義
務
に
著
し
い
不
均

衡
を
生
じ
さ
せ
、
消
費
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
場
合
﹂
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
、
法
委
員
会
は
、
信
義
誠
実
に
つ
き
、
Ｅ
Ｃ
不
公
正
条
項

指
令
の
国
内
法
規
化
は
加
盟
国
に
そ
の
形
式
、
方
法
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
信
義
誠
実
と
い
う
用
語
は
英
国
法
に
な
じ
み
が
な
く
混
乱

を
招
く
と
す
る）
２１２
（

。
そ
こ
で
、
不
公
正
性
の
判
断
に
お
い
て
は
、
信
義
誠
実
で
は
な
く
、
一
九
七
七
年
不
公
正
契
約
条
項
法
に
お
け
る
﹁
公
正

か
つ
合
理
的
﹂
と
い
っ
た
用
語
を
使
用
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
信
義
誠
実
に
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
要
件
に

加
え
ず
﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
で
な
い
条
項
が
不
公
正
条
項
で
あ
る
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、﹁
公
正
﹂
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
主
観
的

に
不
公
正
な
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
、
消
費
者
の
利
益
を
害
す
る
意
図
が
な
い
場
合
条
項
は
不
公
正
で
な
い
と
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と

か
ら
﹁
公
正
﹂
で
﹁
合
理
的
﹂
と
い
う
二
つ
の
要
件
が
存
在
す
る
方
が
消
費
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
指
針
を
与
え
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る）
２１３
（

。

　

法
委
員
会
不
公
正
契
約
条
項
法
案
の
一
四
条
は
、
公
正
さ
と
合
理
性
は
、﹁
当
該
条
項
の
透
明
性
﹂、
お
よ
び
そ
の
﹁
条
項
の
実
質
、
効
果

な
ら
び
に
合
意
時
の
す
べ
て
の
状
況
﹂
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
、と
す
る
。
さ
ら
に
、透
明
性
は
、﹁
合
理
的
に
平
易
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
、

読
み
や
す
く
（legible

）、
明
瞭
に
提
示
さ
れ
、
か
つ
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
契
約
条
項
ま
た
は
通
知
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
可
能
性
の

三
二
七
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六
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六
四

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

高
い
、
ど
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
も
容
易
に
入
手
可
能
で
あ
る
﹂
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
る
。

　
﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
に
つ
い
て
不
公
正
性
の
判
断
要
件
に
含
め
な
い
理
由
と
し
て
は
、﹁
厳
し
い
条
項
﹂
が
安
い
価
格
で
調
整
さ
れ
、
正
当

化
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
消
費
者
は
そ
の
よ
う
に
厳
し
い
条
項
を
評
価
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
欲
し
て
い
な

か
っ
た
場
合
、
条
項
は
不
公
正
と
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る）
２１４
（

。
信
義
誠
実
を
加
え
な
い
こ
と
に
関
し
て
の
疑
問
を
避
け
る
た
め
、
信
義
誠
実

に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
が
、
こ
の
﹁
公
正
か
つ
合
理
的
﹂
と
い
う
要
件
に
も
含
ま
れ
る
こ
と
も
提
案
に
記
載
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
記
載
を
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
る）
２１５
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
信
義
誠
実
に
お
い
て
の
﹁
両
当
事
者
の
交
渉
上
の
地
位
﹂、﹁
消
費
者
が
当
該
条
項
に
つ
き
同
意
す
る
誘
因
を
有
し
て
い
た

の
か
﹂、﹁
物
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
が
消
費
者
の
特
別
な
注
文
に
応
じ
て
販
売
ま
た
は
提
供
さ
れ
た
の
か
﹂﹁
売
主
ま
た
は
提
供
者
が
そ
の
正
当

な
利
益
に
つ
き
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
の
相
手
方
を
公
正
か
つ
衡
平
に
扱
っ
た
の
か
﹂、﹁
公
正
で
オ
ー
プ
ン
な
取
引
﹂
で
あ
る
の

か
、﹁
条
項
が
完
全
、
明
確
に
、
読
み
や
す
く
﹂
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、﹁
条
項
が
消
費
者
に
不
利
に
働
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
適
切
な
配

慮
が
な
さ
れ
﹂
て
い
る
の
か
、﹁
提
供
者
が
意
図
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
、
消
費
者
の
窮
状
、
貧
困
、
経
験
の
欠
如
、
契
約
の
目
的
物
を
熟

知
し
て
い
な
い
こ
と
、
取
引
的
地
位
の
脆
弱
さ
、
ま
た
は
規
則
の
付
則
二
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
要
因
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
要
因
に
類
似
し
た

要
因
を
利
用
し
て
﹂
い
る
の
か
、﹁
不
意
打
ち
お
よ
び
真
の
選
択
の
欠
如
を
妨
げ
﹂
て
い
る
の
か
な
ど
す
べ
て
の
考
慮
事
項
が
、﹁
公
正
か
つ

合
理
的
﹂
と
い
う
要
件
の
な
か
で
過
程
的
不
公
性
と
実
質
的
不
公
正
性
の
双
方
の
考
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
含
め
て
充
足
さ
れ
う
る
か
ど
う

か
今
後
検
証
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

中
心
条
項
の
除
外
、
透
明
性
に
つ
い
て
はO
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判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今

ま
で
の
法
委
員
会
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
、
消
費
者
の
条
項
に
対
す
る
理
解
、
選
択
を
重
視
す
る
方
向
性
と
は
一
見
異
な
っ
た
事
業
者
の
経
済
活
動
の

自
由
を
重
視
す
る
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る）
２１６
（

。
た
だ
し
、
集
団
利
益
の
保
護
を
取
扱
う
判
例
に
よ
る
不
公

三
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正
条
項
法
制
の
執
行
と
、
事
業
者
と
の
協
議
に
お
い
て
、
誓
約
に
よ
る
個
別
条
項
の
修
正
な
ど
が
可
能
な
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
消
費
者
法
制
度
の
執
行

に
つ
い
て
は
考
慮
す
る
事
柄
が
必
ず
し
も
す
べ
て
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後O
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判
決
に
よ
り
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
不
公
正
条
項
を
巡
る
法
の
執
行
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
懸
念

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
中
心
条
項
、
信
義
則
、
透
明
性
、
消
費
者
等
の
解
釈
に
つ
い
て
、
英
国
裁
判
所
と
Ｅ
Ｃ
裁
判
所
の
間
に
乖
離

が
生
じ
て
く
る
か
に
つ
い
て
も
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る）
２１７
（

。

　

日
本
法
お
よ
び
債
権
法
改
正
に
お
け
る
不
当
条
項
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
、
信
義
則
の
解
釈
、
透
明
性
、
個
別
の
交
渉
を
経
て
採
用

さ
れ
た
条
項
、
契
約
の
中
心
部
分
に
関
す
る
条
項
、
消
費
者
が
合
理
的
に
予
測
で
き
な
か
っ
た
不
意
打
ち
条
項
と
い
っ
た
不
当
性
を
判
断
す

る
要
件
お
よ
び
要
件
相
互
の
関
連
性
な
ど
に
つ
い
て
今
後
の
議
論
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
ｃ
））
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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 C

ou
n

cil D
irectiv

e on
 U

n
fa

ir T
erm

s in
 C

on
su

m
er C

on
tra

cts

［1990

］O
.J. C

. 243/2, E
u

rop
ean 

C
om

m
ission, A

m
en

d
ed

 P
rop

osa
l for a

 C
ou

n
cil D

irective on
 U

n
fa

ir Term
s in

 C
on

su
m

er C
on

tra
cts

［1992

］O
.J. C

. 73/7. ; see H
ans B

randner 

and P
eter U

lm
er, T

h
e C

om
m

u
n

ity D
irective on

 U
n

fa
ir Term

s in
 C

on
su

m
er C

on
tra

cts: S
om

e C
ritica

l R
em

a
rks on

 th
e P

rop
osa

l S
u

bm
itted

 

by th
e E

C
 C

om
m

ission
 28 C

.M
.L

.R
ev. 647. 656

（1991

）.

（
85
）　U

nfair Term
s in C

onsum
er C

ontracts R
egulation

（SI 1999/2083

）reg. 5
（4

）.

（
86
）　S

ee C
H

R
IS W

IL
L

E
T, su

p
ra

 note 83, at 168.

（
87
）　Id

.; T
h

e L
a

w
 C

om
m

ission
 C

on
su

lta
tion

 P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, para. 4.52.

（
88
）　S

ee C
H

R
IS W

IL
L

E
T, su

p
ra

 note 83, at 168.

（
89
）　Id

.

三
二
七
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六
四
巻
八
号�

六
六

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

（
90
）　Id

.
（
91
）　R

IC
H

A
R

D L
A

W
SO

N, E
X

C
L

U
SIO

N C
L

A
U

SE
S A

N
D U

N
FA

IR C
O

N
T

R
A

C
T T

E
R

M
S 239

（ 9th. ed., Sw
eet &

 M
axw

ell 2008

）.
（
92
）　Id

.

（
93
）　L

a
w

 C
om

m
ission

, a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, para. 8.5.

（
94
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 4.52.; T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, 

su
p

ra
 note 10, paras. 3.50-3.55.;

角
田
光
隆
﹁
Ｅ
Ｕ
消
費
者
法
：
契
約
法
に
関
す
る
消
費
者
保
護
指
令
を
巡
っ
て
［
２
］﹂
信
州
大
学
法
学
論
集
一
五
巻
九
一
頁
、
一
三

五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。

（
95
）　U

nfair C
ontract Term

s A
ct, 1977. s 11

（5

）.; T
h

e L
a

w
 C

om
m

ission
 a

n
d

 th
e S

cottish
 L

a
w

 C
om

m
ission

 R
ep

ort, su
p

ra
 note 10, paras. 3.130 

and 8.32.

（
96
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, su

p
ra

 note 10 paras. 3.124, and 3.130, 8.32; L
a

w
 C

om
m

ission
, a

n
d

 th
e 

S
cottish

 L
a

w
 Issu

es P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, para. 2.4. ; O
cea

n
o G

ru
p

o E
d

itoria
l S

A
 v. Q

u
in

tero （Joined C
ases C

-240/98 to C
-244/98

） of 27 June 

2000, ［2000

］ EC
R

 I-4941.

（
97
）　G

U
E

N
T

E
R T

R
E

IT
E

L, T
H

E L
A

W
 O

F C
O

N
T

R
A

C
T para. 7-101 （E

dw
in P

eel ed., 12th ed., Sw
eet &

 M
axw

ell 2007

）.

（
98
）　O

F
T, U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s, A
 B

u
lletin

 Issu
ed

 by th
e O

ffi
ce of F

a
ir Tra

d
in

g, Issu
e N

o.1, at 8

（1996

）.

（
99
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 4.57; L

a
w

 C
om

m
ission

 R
ep

ort, su
p

ra
 note 10, para. 3. 57.; C

H
R

IS W
H

IL
L

E
T, 

su
p

ra
 note 83, at 248.

（
１００
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 n

ote 10, p
ara an

d
 T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, 

su
p

ra
 note 10, para. 3.62.

（
１０１
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 n

ote 10, p
aras. 4.59, 9.12-9.14; T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 

C
om

m
ission

 R
ep

ort, su
p

ra
 note 10, paras. 3.57, 3.65-3.66, 8.16-8.17, U

nfair C
ontract Term

s B
ill, cl.4

（2

）and

（3

）. ; W
H

IL
L

E
T, su

p
ra

 note 83 

at 248.

（
１０２
）　W

H
IL

L
E

T, su
p

ra
 note 83, at 248-249.

（
１０３
）　
［2002

］1 A
C

 481

（H
.L

.

）,

［2001

］3 W
L

R
 1297.

一
九
九
四
年
規
則
の
も
と
で
提
起
さ
れ
た
訴
訟
で
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
規
則
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

三
二
七
四
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六
四
巻
八
号�

六
七

（
１０４
）　
［2002

］1 A
C

 481, 491.; C
H

IT
T

Y, su
p

ra
 note 63, para. 15-056.

（
１０５
）　
［2002

］1 A
C

 481, 491.
（
１０６
）　
［2002

］1 A
C

 481, 491 and 501.

（
１０７
）　
［2002
］1 A

C
 481, 491.

（
１０８
）　
［2002
］1 A

C
 481,499.

（
１０９
）　
［2009

］3 W
.L

.R
.1215

（S.C
.

）. O
ffice of F

air T
rading v. F

oxtons L
td.

［2009

］ EW
H

C
 1681

（ch

）,［2009

］ 3 E
G

L
R

 133,

［2009

］ EW
C

A
 C

iv. 288,

［2010

］

 

1 W
. L

. R
. 663. 

は
こ
の
判
決
の
控
訴
審
の
判
断
に
そ
っ
て
、﹁
典
型
的
な
消
費
者
﹂
の
観
点
か
ら
一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
六
条
（
２
）
に
基
づ
き
、F

oxton

と
消
費

者
で
あ
る
土
地
所
有
者
の
間
に
締
結
さ
れ
た
標
準
書
式
契
約
に
お
け
る
更
新
料
を
定
め
る
条
項
に
つ
い
て
、
不
公
正
性
の
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
否
か
つ
い
て
検
討
し
た
。

更
新
料
に
つ
い
て
の
条
項
はF

oxton

が
、F

oxton

の
紹
介
し
た
テ
ナ
ン
ト
が
そ
の
賃
貸
期
間
を
更
新
ま
た
は
延
長
し
た
場
合
に
、F

oxton

が
更
新
ま
た
は
延
長
に
つ
い
て

交
渉
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
賃
貸
料
の
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
更
新
料
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
全
体
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、

消
費
者
で
あ
る
土
地
所
有
者
は
こ
の
条
項
を
中
心
的
な
取
引
で
あ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
消
費
者
の
土
地
所
有
者
か
ら
は
補
助
的
な
事
柄
で
あ
る
た
め
除
外
さ
れ
な
い
と
し

た
（［2009

］ EW
H

C
 1681

（ch

）,

［2009
］ 3 E

G
L

R
 133, at ［431

］ and

［50

］）。
さ
ら
に
、更
新
料
に
つ
い
て
の
条
項
は
明
確
で
顕
著
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
（［2009

］

E
W

H
C

 1681

（ch

）,

［2009

］3 E
G

L
R

 133, at
［74
］）。
当
該
条
項
は
、
支
払
額
が
大
き
く
、
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
消
費
者
に
不
利
に
作
用
し
、
相
応
の
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
な
い
た
め
、﹁
著
し
い
不
均
衡
﹂
が
存
在
し
、
典
型
的
な
消
費
者
の
注
意
を
引
く
条
項
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
不
公
正
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
（［2009

］E
W

H
C

 

1681

（ch

）, ［2009

］3 E
G

L
R

 133, at ［90

］ and

［91
］）。

（
１１０
）　
［2009

］3 W
.L

.R
.1215, 1231, 1237 and 1250.

過
振
り
手
数
料
に
つ
い
て
、
銀
行
の
個
人
向
け
の
当
座
預
金
か
ら
の
収
入
の
三
〇
％
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
１１１
）　
［2009

］3 W
.L

.R
.1215, 1249-1250. ; L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, paras. 5. 23 and 5. 24.

（
１１２
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

es P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, paras. 5. 68 and 5.69.

（
１１３
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, paras. 8.13, 8.16, 8.25-8.26, 8.41.

（
１１４
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, para. 8.25.

（
１１５
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, para. 8.26.

（
１１６
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, para. 8.29-8.33.

し
か
し
な
が
ら
、消
費
者
の
注
意
の
度
合
い（level 

of attention

）
は
物
品
と
役
務
の
類
型
に
よ
っ
て
異
な
る
と
す
る
。S

ee Joined C
ases T-183/02 and T184/02 E

l C
orte In

glés v O
ffi

ce for H
a

rm
on

isa
tion

 in
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六
四
巻
八
号�

六
八

英
国
に
お
け
る
不
公
正
条
項
規
制
に
つ
い
て
（
二
）
完

th
e In

tern
a

l M
a

rket （Tra
d

e M
a

rks a
n

d
 D

esign
s

）［2004

］E
C

R
 II-00965 at

［68

］.
（
１１７
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, paras. 8.34-8.37.
（
１１８
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

es P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, paras. 8.14 8.16-8.17.

（
１１９
）　A

nu A
rora, U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s a
n

d
 U

n
a

u
th

orised
 B

a
n

k C
h

a
rges: a

 B
a

n
kin

g L
a

w
yer’s P

ersp
ective, 1 J. B

. L
. 44, 67-68

（2012

）.

（
１２０
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

es P
a

p
er, S

u
p

ra
 note 10, paras. 5. 24, 5. 25 and 5. 23. ; ［2009

］ UK
SC

 6, ［2010

］1 A
C

 

696 at

［36
］.

（
１２１
）　C

hris W
illett and M

artin M
organ-T

aylor, R
ecogn

isin
g th

e L
im

its of Tra
n

sp
a

ren
cy in

 E
U

 C
on

su
m

er L
a

w
, C

on
su

m
er P

rotection
 in E

U
R

O
P

E
A

N 

C
O

N
SU

M
E

R P
R

P
T

E
C

T
IO

N 153
（Jam

es D
evenney and M

el K
enny ed., C

am
bridge U

niversity P
ress 2012

）.

（
１２２
）　M

indy C
hen-W

ishart, Tra
n

sp
a

ren
cy a

n
d

 F
a

irn
ess in

 B
a

n
k C

h
a

rges, L
.Q

. R
. 157, 160

（2010

）.; T
h

orn
ton

 v S
h

oe L
a

n
e P

a
rkin

g L
td

［1971

］2 

Q
.B

. 163, 169

（C
A

）per L
ord D

enning.

（
１２３
）　C

hen-W
ishart, su

p
ra

 note 122, at 160-161.;

［2009

］3 W
.L

.R
.1215,1250.

（
１２４
）　
［2002

］1 A
C

 481, 491

（H
.L

.

）.

（
１２５
）　
［2002

］1 A
C

 481, 499

（H
.L

.

）.

（
１２６
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, su

p
ra

 note 10, para.3.60.

（
１２７
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, su

p
ra

 note 10, para.3.60.

（
１２８
）　P

aul S. D
avies, B

a
n

k C
h

a
rges in

 th
e S

u
p

rem
e C

ou
rt, 69 T

he C
am

bridge L
aw

 Journal 21 （2010

）.

（
１２９
）　N

E
B

B
IA, su

p
ra

 note 52, at 143-144.; W
H

IL
L

E
T, su

p
ra

 note 83, at 224, n.244.; C
om

m
ission of the E

uropean C
om

m
unities, P

rop
osa

l for C
ou

n
cil 

D
irective on

 U
n

fa
ir Term

s in
 C

on
su

m
er C

on
tra

cts C
O

M
/90/322 final,

［1990

］O
.J.C

. 243.; C
om

m
ission of the E

uropean C
om

m
unities, A

m
en

d
ed

 

P
rop

osa
l for C

ou
n

cil D
irective on

 U
n

fa
ir Term

s in
 C

on
su

m
er C

on
tra

cts C
O

M
/92/66 final,

［1992

］O
.J.C

. 73.

（
１３０
）　D

irector G
eneral of F

air T
rading v. F

irst N
ational B

ank plc.

［2002

］1 A
C

 481, 494

（H
.L

.

）.

（
１３１
）　Id

. ; C
H

IT
T

Y, su
p

ra
 note 63 para.15-073.

（
１３２
）　O

F
T, U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s, B
u

lletin
 N

o.1, su
p

ra
 note 98, para. 1.5

（1996
）.; C

H
IT

T
Y, su

p
ra

 note 63, paras. 15-079 and 080.

（
１３３
）　C

H
IT

T
Y, su

p
ra

 note 63, para. 15-081.; U
n

fa
ir C

on
tra

ct Term
s, B

u
lletin

 N
o. 1, su

p
ra

 note 98, paras 1.5.; L
A

W
SO

N, su
p

ra
 note 91, at 243.
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六
四
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八
号�

六
九

（
１３４
）　C

H
IT

T
Y, su

p
ra

 note 63, para. 15-074.; R
ecital 16, D

irective on U
nfair Term

s in C
onsum

er C
ontracts D

irective.; U
nfair C

ontract Term
s A

ct 1977 

s.11

（1

）and Sch.2.
（
１３５
）　W

alford v. M
iles

［1992

］2 A
.C

. 128, 138.

（
１３６
）　Interfoto P

icture L
ibrary v. Stiletto V

isual P
rogram

m
es L

td.

［1989

］Q
.B

. 439.

（
１３７
）　H

ugh B
eale, L

egisla
tive C

on
trol of F

a
rn

ess: T
h

e D
irective on

 U
n

fa
ir Term

s in C
onsum

er C
ontracts in J

A
C

K B
E

A
T

SO
N A

N
D D

A
N

ISL F
R

IE
D

M
A

N eds., 

G
O

O
D F

A
IT

H A
N

D F
A

U
LT IN C

O
N

T
R

A
C

T L
A

W
 at 245

（C
larendon P

ress, 1995

）; N
E

B
B

IA, su
p

ra
 note 52, at 147.

（
１３８
）　S

ee B
eale, su

p
ra

 note 137, at 245.

（
１３９
）　Id

.

（
１４０
）　Interfoto P

icture L
ibrary L

td. v. Stiletto L
td. （C

.A

） 1 Q
.B

. 433 （1987

）.

（
１４１
）　1 Q

.B
. 433, 439

（1987

）.

（
１４２
）　D

irector G
eneral of F

air T
rading v. F

irst N
ational B

ank plc.

［2002

］1 A
.C

. 481, 494.

（
１４３
）　
［2002

］1 A
.C

. 481, 494.

（
１４４
）　P

at E
d

w
ard

s, T
h

e C
h

a
llen

ge of U
n

fa
ir C

on
tra

ct Term
s R

egu
la

tion
 U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s in
 A

 B
u

lletin
 Issu

ed
 by

 th
e O

ffice of F
a

ir 

Tra
d

in
g B

u
lletin

, n
o. 4 , 9

（1997

）.

（
１４５
）　O

F
T, U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s, B
u

lletin
 N

o.2.

（Septem
ber 1996

）, paras. 2.21-2.24.

（
１４６
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, paras. 4.89-4.90.

（
１４７
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, paras. 4.87-4.103.; T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 

R
ep

ort, su
p

ra
 note 10, paras. 3.9 and 8.21.; N

E
B

B
IA, su

p
ra

 note 52, at 147.

（
１４８
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, su

p
ra

 note 10, U
nfair C

ontract Term
s B

ill, cl. 14

（1

） and

（2

）.

（
１４９
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, su

p
ra

 note 10, U
nfair C

ontract Term
s B

ill, cl. 14

（4

）.; 

須
藤
・
前
掲
注
（
44
）

八
八―

八
九
頁
。

（
１５０
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 4.90.

（
１５１
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, paras. 3.57-3.71, and 4.90.
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（
１５２
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 4.89.; T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 T

h
e S

cottish
 L

a
w

 C
om

m
ission

 R
ep

ort, 

su
p

ra
 note 10, para. 3.91.

（
１５３
）　
［2000

］Q
.B

. 672, 687, per G
ibson L

.J.,

［2002

］1 A
.C

. 481, 500.; H
ugh C

ollins, G
ood

 F
a

ith
 in

 E
u

rop
ea

n
 C

on
tra

ct L
a

w
, 14 O

.J.L
.S. 229, 249

（1994
）. ; L

A
W

SO
N, su

p
ra

 note 91, at 240.

（
１５４
）　
［2000
］Q

.B
. 672, 687, per G

ibson L
.J.

（
１５５
）　W

IL
L

E
T, su

p
ra

 note 83 at 225.

（
１５６
）　
［2002

］1 A
.C

. 481, 499, per L
. Steyn.

（
１５７
）　L

A
W

SO
N su

p
ra

 note 91, at 245.

（
１５８
）　C

hitty, su
p

ra
 note 63, para. 15-083.

（
１５９
）　
［2005

］E
W

C
A

 C
iv. 973.

（
１６０
）　C

hitty su
p

ra
 note 63, para. 15-084. 

一
九
九
九
年
不
公
正
条
項
規
則
付
則
２
⑴
⒤
は
﹁
契
約
締
結
前
に
、
内
容
を
認
識
す
る
現
実
の
機
会
の
な
い
条
項
に
対
し
て
、
消

費
者
が
確
定
的
に
（irrevocably

）
拘
束
さ
れ
る
﹂
様
な
状
況
、
つ
ま
り
、
消
費
者
が
読
み
、
理
解
、
考
慮
、
そ
し
て
契
約
条
項
に
つ
い
て
決
定
す
る
真
実
の
機
会
が
あ
っ
た

か
否
か
に
つ
い
て
考
慮
す
る
と
す
る
。U
nfair Term

s in C
onsum

er C
ontracts R

egulations 1999, S.I. 1999, N
o. 2083, Sch2

（1

）（i

）.

（
１６１
）　D

irective on U
nfair Term

s in C
onsum

er C
ontracts, R

ecital 20.

（
１６２
）　D

irective on U
nfair Term

s in C
onsum

er C
ontracts, R

ecital 19.

（
１６３
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 3.58 at n 126.; A

llen L
eff, U

n
con

scion
a

bility a
n

d
 th

e C
od

e- th
e E

m
p

eror’s 

N
ew

 C
la

u
se, 115 U

. PA
 L

. R
E

V. 485

（1967

）.

（
１６４
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 3.58.

（
１６５
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, su

p
ra

 note 10, U
nfair C

ontract Term
s B

ill, A
ppendix A

, draft bill, cl. 14, 

E
xplanatory N

otes, 42.

（
１６６
）　D

irector G
eneral of F

air T
rading v. F

irst N
ational B

ank plc.

［2000

］1 W
.L

.R
. 98, 110

（C
h.D

.

）.

（
１６７
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 3.58.

（
１６８
）　Id

. s. 2

（2

）.
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（
１６９
）　T

he L
aw

 C
om

m
ission C

onsultation P
aper, su

p
ra

 note 10, para. 3.58.
（
１７０
）　Id

. para. 3.61.; s.9, A
G

B
G

.; C
ode C

ivil, A
rt. 1134.

（
１７１
）　Id

. para. 3.61, D
irective on U

nfair Term
s in C

onsum
er C

ontracts, R
ecital 16.

（
１７２
）　Id

. para. 3.63.

（
１７３
）　Id

. 

（
１７４
）　D

irector G
eneral of F

air T
rading v F

irst N
ational B

ank plc.

［2000

］Q
B

 672

（C
.A

.

）686-687.

（
１７５
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 3.67.

（
１７６
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 3.69.

（
１７７
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 4.97.

（
１７８
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 T

h
e S

cottish
 L

a
w

 C
om

m
ission

 R
ep

ort, su
p

ra
 note 10, A

ppendix A
, draft bill, cl. 14

（1

）. and clause 14

（2

）.

（
１７９
）　
［2010

］1 W
L

R
 663.

（
１８０
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, para. 9.49.;

［2010

］1 W
L

R
 663, 686.

（
１８１
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, paras. 4.104, 4.105 and 9.25.; U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s B
u

lletin
 N

o. 4, su
p

ra
 note 

144, at 13–18.

（
１８２
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 n

ote 10, p
aras. 409, 4.107 an

d
 4.108.; L

aw
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, su

p
ra

 n
ote 10, p

aras. 

3.63-3.66 and 3.97-3.102.

（
１８３
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10 paras. 5.76-5.79.; T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 T

h
e S

cottish
 L

a
w

 C
om

m
ission

 

R
ep

ort, su
p

ra
 note 10, para. 3.101.

（
１８４
）　O

F
T, U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s, A
 B

u
lletin

 Issu
ed

 by th
e O

ffi
ce of F

a
ir Tra

d
in

g, N
o.2, paras. 2.21-2.28

（1996

）.

（
１８５
）　E

dw
ards, su

p
ra

 note 144, at 16.; O
F

T, A
 B

u
lletin

 Issu
ed

 by th
e O

ffi
ce of F

a
ir Tra

d
in

g, N
o.2, su

p
ra

 note 184, para. 2.21

（1996

）.

（
１８６
）　E

dw
ards, su

p
ra

 note 144, at 9.

（
１８７
）　O

F
T, U

n
fa

ir C
on

tra
ct Term

s G
u

id
a

n
ce

（2008

）.

（
１８８
）　Id

. A
nnex at 131.
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（
１８９
）　Id

. A
nnex at 139-140.

（
１９０
）　Id

. A
nnex at 135-136.

（
１９１
）　
［2002

］1 A
.C

. 481.

（
１９２
）　C

ounty C
ourts

（Interest on Judgm
ent D

ebts

）O
rder 1991.

（
１９３
）　C

onsum
er C

redit A
ct, 1974, c.39.

（
１９４
）　
［2000

］Q
.B

.672, 674.

（
１９５
）　
［2000

］Q
.B

.672, 687.

（
１９６
）　
［2000

］Q
.B

.672, 687.

（
１９７
）　
［2000

］Q
.B

.672, 687.

（
１９８
）　
［2000

］Q
.B

.672, 688.

（
１９９
）　
［2002

］1 A
.C

. 481, 497.

（
２００
）　
［2009

］3 W
.L

.R
.1215

（S.C
.

）.

（
２０１
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, paras. 8.13, 8.16, 8.25-8.26, and 8.41.

（
２０２
）　
［2002

］1 A
.C

. 481.

（
２０３
）　
［2009

］3 W
.L

.R
.1215

（S.C
.

）.

（
２０４
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 3.74.

（
２０５
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para . 4.110.; L

a
w

 C
om

m
ission

 R
ep

ort, su
p

ra
 note 10, para. 3.106-3.107 and 

8.27.

（
２０６
）　
［2009

］3 W
.L

.R
.1215

（S.C
.

）.

（
２０７
）　S

ee O
F

T, E
n

forcem
en

t of C
on

su
m

er P
rotection

 L
egisla

tion
 G

u
id

a
n

ce, su
p

ra
 note 61, 2.5.

（
２０８
）　
［2009

］3 W
.L

.R
.1215

（S.C
.

）.

（
２０９
）　L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 Issu

e P
a

p
er, su

p
ra

 note 10, paras. 8.13, 8.16, 8.25-8.26, and 8.41.

（
２１０
）　C

hen-W
hishart, su

p
ra

 note 122, at 158.
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（
２１１
）　D

avies, su
p

ra
 note 128, at 24.

（
２１２
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, paras. 4.89-4.90.

（
２１３
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, paras. 4.87-4.103.; T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 

R
ep

ort, su
p

ra
 note 10 paras. 3.9, 8.21.; N

E
B

B
IA, su

p
ra

 note 52, at 147.

（
２１４
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 4.90.

（
２１５
）　T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 C
on

su
lta

tion
 P

a
p

er, su
p

ra
 note 10, para. 4.89.; T

h
e L

a
w

 C
om

m
ission

 a
n

d
 th

e S
cottish

 L
a

w
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, 

su
p

ra
 note 10, para. 3.91.

（
２１６
）　W

hillet, su
p

ra
 note 83, at 200, H

ow
ell, su

p
ra

 note 83, 282.

（
２１７
）　W

hillet, su
p

ra
 note 83, at 205, 211 and 212.
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